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藤
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M
a
s
a
h
i
r
o
　
E
n
d
o

目
次

工削
言

（1
）

1
．
郵
石
如
の
有
紀
年
隷
書
作
品
目
録
（
1
）

2
、
郵
石
如
隷
書
作
品
の
形
態
に
お
け
る
特
p
m
　
（
1
）

3
．
郵
石
如
以
前
と
そ
の
後
の
隷
書
の
概
観
（
1
）

1
以
上
の
文
章
・
図
版
（
1
～
3
5
）
・
参
考
図
版
（
1
～
6
）
は
、
第
二
四
号
に
掲
載
ー

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

4
．
郡
石
如
の
隷
書
へ
の
諸
家
の
言
及
（
H
）

5
．
部
石
如
の
人
物
交
流
か
ら
み
た
書
法
の
影
響
（
H
）

6
．
部
石
如
の
有
紀
年
隷
書
作
品
か
ら
み
た
書
風
の
変
遷
（
H
）

　
　
結
語

（H
）

4
、
郵
石
如
隷
書
作
品
に
つ
い
て
の
諸
家
の
言
及

　
都
石
如
隷
書
作
品
に
つ
い
て
の
諸
家
の
言
及
を
以
下
に
挙
げ
る
。
都
石
如
の

書
作

品
に
関
す
る
言
及
は
、
金
榜
（
生
卒
不
詳
）
①
・
曹
文
埴
（
？
ー
1
7
9

oo
）
②
’
劉
塘
（
1
7
1
9
－
1
8
0
4
）
③
・
陸
錫
熊
（
1
7
3
4
－
1
7
9
2
）

④
・
左
甫
（
1
7
5
1
－
1
8
3
3
）
⑤
・
李
兆
洛
（
1
7
6
9
－
1
8
4
1
）
⑥
’

銭
培

（
1
7
7
4
－
1
8
0
6
）
⑦
・
呉
育
（
生
卒
不
詳
）
⑧
に
み
ら
れ
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
諸
家
の
言
辞
は
、
郵
石
如
の
書
作
品
を
称
賛
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ

の
具
体
性
は
乏
し
い
o
ま
た
郵
石
如
の
活
躍
と
同
時
代
か
、
や
や
後
輩
で
あ

る
だ
け
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
郵
石
如
以
後
の
隷
書
の
継
承
や
隆
盛
を
み
な

い

こ
と
か
ら
、
具
体
性
の
な
い
賛
辞
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
。

　
部
石
如
の
書
作
品
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
し
、
そ
の
筆
法
ま
で
言
及
し
た
の
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は
包
世
臣
が
最
初
の
人
物
で
、
つ
い
で
康
有
爲
が
い
る
。
の
ち
戦
争
や
中
国
国

内
の
混
乱
を
経
て
、
現
代
の
穆
孝
天
氏
、
王
征
氏
、
わ
が
国
で
は
西
川
寧
氏
の

説
を
取
り
上
げ
る
。

　

こ
の
他
に
、
郵
石
如
に
つ
い
て
述
べ
た
人
物
に
方
朔
・
屠
寄
・
楊
守
敬
が
い

る
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
都
石
如
の
隷
書
書
法
に
つ
い
て
は
、
西
川
氏
の

他

に
、
田
中
有
氏
・
伏
見
沖
敬
氏
・
新
井
光
風
氏
・
大
野
修
作
氏
・
杉
村
邦
彦

氏
・
高
畑
常
信
氏
な
ど
に
論
考
が
あ
る
。
ま
た
作
品
解
説
な
ど
に
は
、
お
お
く

の

識
者
が
言
及

し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
『
藝
舟
讐
揖
』
『
廣
藝
舟
隻
揖
』
『
書

概
』
及
び
中
国
の
論
考
の
訳
本
を
多
数
手
が
け
た
高
畑
常
信
氏
の
業
績
は
見
逃

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
上
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
筆
者
（
遠
藤
）
が
大
東
文
化
大
学
書
道
研
究
所

『大
東
書

道
研
究
』
第
一
四
号
（
2
o
o
6
）
に
載
せ
た
「
郵
石
如
研
究
資
料

文
献
目
録
」
を
参
照
願
い
た
い
。

　
　
①
～
⑧
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
郵
石
如
に
お
け
る
蒙
書
筆
法
形
成
の
理
解
へ
の

　
　
試
論
」
H
（
大
東
文
化
大
学
書
道
研
究
所
『
大
東
書
道
研
究
』
v
a
l
1
1
1
1
号
所
収
）

　
　
第
四
章
に
注
記
し
た
の
で
参
照
願
い
た
い
。

4
’
1
、
包
世
臣
（
1
7
7
5
－
1
8
5
5
）
の
評

　
都
石
如

と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
嘉
慶
七
年
壬
戌
（
1
8
0
2
）
の
秋
、
都

石
如
六
十

歳
、
包
世
臣
二
十
八
歳
に
あ
た
る
。
こ
の
と
き
包
世
臣
は
、
十
余
日

を
郵
石
如
と
共
に
過
ご
し
書
を
学
ん
で
い
る
。
つ
ぎ
は
翌
年
の
嘉
慶
八
年
癸
亥

（
1
8
0
3
）
夏
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
で
包
世
臣
と
面
会
す
る
。
「
完
白
山
人
傳
」

に
あ
る
ク
復
於
揚
州
相
値
。
山
人
作
太
山
（
泰
山
）
之
遊
”
の
記
述
で
あ
る
。

こ
の
時
の
様
子
は
詳
し
く
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
面
会
が
包
世
臣
に
と
っ

て

は
最
後
と
な
っ
た
。
嘉
慶
十
年
乙
丑
（
1
8
0
5
）
十
月
四
日
、
郵
石
如
は

自
宅
（
安
徽
省
懐
寧
縣
院
公
山
麓
白
麟
坂
の
鐵
研
山
房
）
に
て
六
十
三
歳
で
病
没

す
る
。
包
世
臣
が
「
完
白
山
人
傳
」
を
書
い
た
の
は
、
そ
の
翌
年
で
あ
っ
た
。

包
世
臣
「
完
白
山
人
傳
」
は
、
丙
寅
つ
ま
り
嘉
慶
十
一
年
　
（
1
o
o
o
6
）
包
世

臣
三
十
二
歳
の
と
き
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。

　
『
藝
舟
讐
揖
』
は
、
包
世
臣
三
十
二
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
各
論
を
合
わ
せ

た
著
作
集
で
、
そ
の
中
で
も
「
完
白
山
人
傳
」
は
包
世
臣
に
と
っ
て
最
初
に
起

稿
し
た
文
章
で
あ
り
何
よ
り
思
い
入
れ
の
深
い
執
筆
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
包
世
臣
「
完
白
山
人
傳
」
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
四
十
五
年
庚
子
（
1
7

8
0
）
郵
石
如
は
三
十
八
歳
の
夏
に
、

…
…
南
金
（
江
蘇
省
）
に
行
き
、
梅
謬
の
家
に
客
居
す
る
こ
と
約
半
年
。
こ
れ

以
後
、
八
年
に
わ
た
り
梅
家
に
て
書
を
学
び
、
と
く
に
蒙
書
・
隷
書
を
習
得
す

る
。
『
石
鼓
文
』
『
峰
山
碑
』
『
泰
山
刻
石
』
『
開
母
石
闘
（
開
母
廟
石
賜
銘
）
』

『傲
煙
太
守
斐
琴
紀
功
碑
』
『
輝
國
山
碑
』
『
天
登
神
識
碑
』
『
城
陸
廟
碑
』
『
三

墳
記
』
に
つ
い
て
各
百
本
を
臨
摸
し
、
さ
ら
に
『
説
文
解
字
』
二
十
本
を
手
潟

し
て
半
年
に
な
る
。
ま
た
一
方
で
三
代
鐘
鼎
・
秦
漢
瓦
當
碑
額
を
学
び
、
五
年
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の

の

ち
蒙
書
を
習
得
す
る
…
…
と
述
べ
、
さ
ら
に
加
え
て
、

…
…
乃
學
漢
分
、
臨
『
史
最
前
後
碑
』
『
華
山
碑
』
『
白
石
神
君
』
『
張
遷
』
『
播

校
官
』
『
孔
羨
』
『
受
輝
』
『
大
饗
』
各
五
十
本
。
三
年
分
書
成
。

　
漢
分
を
学
ぶ
。
『
史
農
前
後
碑
』
『
華
山
碑
（
西
嶽
華
山
廟
碑
）
』
『
白
石
神
君
碑
』

『張
遷
碑
』
『
潅
校
官
碑
（
校
官
碑
・
活
乾
校
官
碑
）
』
『
孔
羨
碑
』
『
受
幡
碑
』
『
大
饗

碑
』
に
つ
い
て
各
五
十
本
を
臨
摸
し
、
三
年
の
の
ち
分
書
を
習
得
す
る
…
…
と
述
べ

て
、
具
体
的
に
学
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
蒙
書
を
習
得
し
て
か
ら
隷
書
の
習
得

を
加
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
郵
石
如
の
隷
書
に
つ
い
て
、
以
下
に
学
書
の
内
容
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
蒙

書

を
習
得
し
た
の
ち
、
隷
書
を
学
ん
だ
と
す
る
。
『
史
農
前
後
碑
』
（
1
6
9
）

『華
山
碑
（
西
嶽
華
山
廟
e
a
）
』
　
（
1
6
5
）
『
白
石
神
君
碑
』
（
1
8
3
）
『
張
遷
碑
』

（
1
8
6
）
『
活
校
官
碑
（
校
官
碑
・
播
乾
校
官
碑
）
』
（
1
8
1
）
以
上
は
後
漢
の

碑
刻
で
あ
る
。
ま
た
『
孔
羨
碑
』
（
2
2
o
）
『
受
縄
碑
（
受
輝
表
）
』
（
2
2
O
）

『大
饗
碑
』
（
2
2
0
）
以
上
は
三
国
魏
の
碑
刻
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
五
十
本
を

臨
摸
し
、
三
年
で
隷
書
を
習
得
し
た
と
し
て
い
る
。

　
道
光
四

年
（
1
8
2
4
）
包
世
臣
五
十
歳
の
著
述
に
「
國
朝
書
品
」
（
『
藝
舟

讐
揖
』
論
書
一
所
収
）
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
郵
石
如
の
書
を
分
類
し
て
蒙
書
・

隷

書
・
分
書
・
真
書
（
楷
書
）
・
行
書
・
草
書
を
挙
げ
て
、
そ
の
書
品
を
格
付

け
し
て
い
る
。
“
神
品
”
を
最
上
と
し
、
妙
品
・
能
品
・
逸
品
・
佳
品
の
順
と

な
り
、
妙
品
か
ら
佳
品
ま
で
は
、
さ
ら
に
上
・
下
に
分
類
し
て
、
九
等
の
分
類

を
し
て
い
る
。
神
品
に
は
郵
石
如
の
隷
書
・
蒙
書
を
、
妙
品
上
に
は
都
石
如
の

分
書
・
真
書
を
、
能
品
上
に
部
石
如
の
草
書
を
、
逸
品
上
に
郵
石
如
の
行
書
を

挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
神
品
の
順
番
は
隷
書
を
最
初
に
挙
げ
、
つ
ぎ
に
蒙
書
を

挙
げ
て

い

る
。
包
世
臣
の
九
ラ
ン
ク
の
判
定
に
か
か
っ
た
人
物
と
書
体
は
九
十

七

で
、
書
体
を
複
数
挙
げ
ら
れ
た
人
物
も
い
る
の
で
、
九
十
一
人
が
対
象
と
な

っ

た
。
包
世
臣
は
、
そ
の
最
高
評
価
で
あ
る
神
品
と
し
た
の
は
、
郵
石
如
の
隷

書
・
纂
書
の
み
で
あ
る
。
そ
の
書
体
の
順
番
に
つ
い
て
も
留
意
し
た
と
考
え
て

良
い
だ
ろ
う
。
当
然
、
先
に
挙
げ
た
隷
書
が
神
品
の
上
位
で
あ
り
、
後
の
蒙
書

は
下
位
と
い
う
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
包

世
臣
が
最
も
評
価
し
た
隷
書
と
は
何
を
さ
す
も
の
か
、
を
知
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。

　
追
考
ー
包
世
臣
に
お
け
る
隷
書
と
分
書
に
つ
い
て
－
　
こ
こ
で
注
意
し
た
い

の

は
、
”
神
品
の
隷
書
”
と
”
妙
品
上
の
分
書
”
の
区
別
で
あ
る
。
包
世
臣
は
、

F國
朝
書
品
」
に
お
い
て
は
、
あ
き
ら
か
に
隷
書
と
分
書
の
異
な
っ
た
書
体
と

し
て
認
め
区
別
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
川
寧
氏
は
「
包
慎
伯
の
書
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

3
」
（
『
書
苑
』
第
二
巻
第
六
号
所
収
　
1
9
3
8
）
に
お
い
て
“
隷
書
と
は
八
分

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
は

な
く
て
、
波
礫
の
な
い
、
俗
に
い
う
古
隷
で
あ
ろ
う
”
と
す
る
が
、
西
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

氏
は

後
段
に
お
い
て
追
述
し
て
”
神
品
に
あ
げ
た
郵
の
隷
書
と
は
、
何
か
特
殊

な
一
、
二
の
作
例
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
に
、
前
に
言
っ
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た
蒙
書
を
論
じ
た
条
に
も
、
郡
の
蒙
は
や
や
隷
意
を
参
し
て
い
る
と
も
い
う
か

ら
、
包
氏
の
考
え
た
部
隷
の
味
と
い
う
も
の
は
、
蒙
書
に
対
す
る
同
じ
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
”
と
し
て
い
る
。

　
す
で
に
西
川
氏
が
文
中
で
指
摘
す
る
通
り
、
包
世
臣
は
蒙
書
に
は
“
横
縦
閨

闇
之
妙
”
、
分
書
に
は
”
遣
麗
淳
質
”
、
真
書
に
は
“
簡
粛
沈
深
”
、
草
書
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

“

筆
致
窺
籍
”
な
ど
の
評
語
が
あ
る
が
、
隷
書
・
行
書
に
は
言
及
が
な
い
。
し

か
し
、
包
世
臣
は
「
論
書
十
二
絶
句
」
（
包
世
臣
四
十
五
歳
執
筆
／
『
藝
舟
讐
揖
』

論

書
一
所
収
）
で
は
“
懐
寧
布
衣
部
石
如
頑
伯
。
纂
・
隷
・
分
・
真
・
狂
草
。

五
体
兼

工
”
と
い
い
、
ま
た
「
自
蹟
草
書
十
二
答
問
」
　
（
包
世
臣
三
十
八
歳
執
筆

／

『藝
舟
隻
揖
』
論
書
二
所
収
）
で
は
ク
懐
寧
、
纂
・
隷
・
分
o
已
藻
絶
詣
”
と

述

べ
て

い

る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
区
別
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
。

　

こ
こ
で
「
完
白
山
人
傳
」
に
お
い
て
、
す
で
に
述
べ
た
隷
書
学
習
の
記
述
を

確
認
し
て
み
る
と
、
．
寒
暑
不
綴
、
五
年
蒙
書
成
。
乃
學
漢
分
…
…
”
と
あ
っ

て
、
“
隷
”
と
は
述
べ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
包
世
臣
が
指
摘
し
た
隷
書

碑
に

は
、
『
白
石
神
君
碑
』
や
『
張
遷
碑
』
の
古
隷
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
も

の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
含
め
て
“
分
（
ま
た
八
分
隷
・
分
隷
）
”
な
の
で
あ
る
。

ま
た
ク
漢
分
”
と
し
な
が
ら
、
三
国
魏
の
『
孔
羨
碑
』
『
受
輝
碑
』
『
大
饗
碑
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
含
め
て
い
る
点
も
あ
り
、
文
言
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
包
世
臣
は
文
章
中
の
語
句
の
扱
い
に
つ
い
て
整
合
性
を
欠

い
て

い
る
。

　
包
世
臣
は
、
蒙
書
と
隷
書
の
学
書
の
過
程
を
述
べ
た
の
ち
に
、
都
石
如
に
お

け
る
隷
書
の
筆
法
に
言
及
し
、

…
…
山
人
蒙
法
以
二
李
爲
宗
、
而
縦
横
閨
關
之
妙
、
則
得
之
史
描
、
梢
参
隷
意
。

殺
鋒
以
取
勤

折
。
故
字
禮
微
方
、
與
秦
漢
當
額
文
爲
尤
近
。
其
分
書
則
遁
麗
淳

質
、
愛
化
不
可
方
物
。
結
饅
極
嚴
整
、
而
渾
融
無
　
。
蓋
約
『
峰
山
』
『
國
山
』

之
法
而
爲
之
。
故
山
人
自
謂
「
吾
蒙
未
及
陽
泳
、
而
分
不
減
梁
鵠
」
余
深
信
其

能
澤
言
也
。
山
人
移
蒙
分
以
作
今
隷
、
與
『
痙
鶴
銘
』
『
梁
侍
中
石
闘
』
同
法
。

草
書
難
縦
逸
不
入
巫
日
人
、
而
筆
致
羅
籍
、
無
五
季
以
來
俗
氣
。
山
人
客
干
梅
氏

八
年
、
學
既
成
o

　
用
筆

は
、
郵
石
如
の
蒙
書
は
李
斯
と
李
陽
泳
を
根
本
と
し
て
い
る
。
そ
の
縦
横
閨

閥
の
妙
は
史
箱
よ
り
習
得
し
、
や
や
隷
意
を
含
ん
だ
。
用
筆
は
殺
鋒
し
て
動
折
を
な

し
た
、
よ
っ
て
字
髄
は
わ
ず
か
に
四
角
く
、
秦
漢
の
瓦
當
碑
額
の
文
字
に
よ
く
似
て

い

る
。
そ
の
分
書
は
逡
麗
淳
質
で
あ
り
、
変
化
し
て
四
角
い
だ
け
で
は
な
い
。
文
字

構
造

は
極
め
て
嚴
整
で
あ
る
が
、
渾
融
し
て
型
に
は
ま
っ
て
い
な
い
。
思
う
に
『
峰

山
刻
石
』
『
輝
國
山
碑
』
の
筆
法
を
取
り
込
ん
で
出
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
部

石
如

は
自
分
で
「
わ
た
し
の
蒙
書
は
李
陽
泳
に
は
及
ば
な
い
が
、
分
書
は
梁
鵠
に
劣

る
こ
と
は
無
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
わ
た
し
（
包
世
臣
）
も
深
く
そ
の
言
葉
に
心
服

し
た
。
郵
石
如
は
蒙
書
分
書
の
筆
法
を
も
っ
て
今
隷
（
楷
書
）
を
揮
毫
し
た
、
よ
っ

て

『痙
鶴
銘
』
『
梁
侍
中
石
闘
』
と
同
じ
筆
法
と
な
っ
た
。
草
書
は
縦
逸
に
し
て
王
義
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之
の

風
で
は

な
い
が
、
筆
致
は
塩
籍
に
し
て
、
宋
元
以
来
の
俗
な
所
は
無
い
。
部
石

如
は
梅
家
に
僑
居
し
学
書
す
る
こ
と
入
年
に
し
て
、
学
問
を
成
就
さ
せ
た
…
…
と
述

べ
て

い
る
。

　
“
殺
鋒
以
取
勤
折
”
に
お
け
る
殺
鋒
と
は
、
筆
鋒
に
対
す
る
処
理
を
述
べ
て

い

る
の
は
理
解
で
き
る
が
、
具
体
的
に
何
を
述
べ
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な

い
o
清
朝
の
中
期
に
お
け
る
郵
石
如
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
、
筆
鋒
を
焼
い
て

筆
鋒
を
固
定
さ
せ
る
“
焼
鋒
”
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
、
し
か
し
“
勤
折
”
を
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
従
来
の
蒙
書
揮
毫
で
行
わ
れ
て
い
た
。
焼
鋒
”
で
は

ヘ
　
　
　
へ

な
く
、
用
筆
を
さ
し
て
”
逆
入
平
出
”
に
よ
る
蔵
鋒
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
包
世
臣
「
完
白
山
人
傳
」
は
’
包
世
臣
三
十
二
歳
の
と
き
に
書
か
れ

た
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
ま
だ
“
逆
入
平
出
”
の
語
が
包
世
臣
の
中
で
出

来
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
入
平
出
が
出
て
く
る
の
は
、
「
微
榮

群
王
臨
快
雪
内
景
二
帖
」
（
『
藝
舟
讐
揖
』
論
書
二
所
収
）
で
包
世
臣
四
十
三
歳

の

と
き
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
字
句
は
、
蒙
書
の
筆
法

の

説
明
で
は
な
い
。
蒙
書
の
筆
法
で
“
逆
入
”
に
近
い
言
葉
と
し
て
出
て
v
る

の

は

“

用
逆
”
の
語
で
あ
る
。
「
與
呉
煕
載
書
」
（
『
藝
舟
讐
揖
』
論
書
二
所
収
）

で
包
世
臣
五
十
九
歳
の
と
き
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
。
用
逆
以

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

換
筆
心
。
纂
・
分
之
秘
密
”
と
述
べ
て
い
て
、
明
ら
か
に
纂
書
と
分
書
の
筆
法

の
奥
義
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
に
触
れ
た
分
書
と
隷
書
の
う

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ち
、
隷
書
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　
部
石
如
の
自
己
の
書
を
分
析
し
て
言
及
し
た
言
葉
は
、
た
い
へ
ん
少
な
く
そ

の

内
容
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
包
世
臣
も
郵
石
如
か
ら
直
接
聞
い
た
言

葉
と
し
て
「
完
白
山
人
傳
」
に
載
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
。
わ
た
し
（
部
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

如
）
の
蒙
書
は
昔
の
唐
の
李
陽
泳
に
は
及
ば
な
い
が
、
分
書
は
昔
の
名
人
で
あ

る
梁
鵠
に
は
劣
ら
な
い
”
と
は
、
郵
石
如
は
李
陽
泳
の
蒙
書
を
規
範
と
し
て
、

そ

れ

を
乗
り
越
え
て
技
法
を
優
れ
た
も
の
に
し
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
隷
書
は

梁
鵠
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
自
負
す
る
ほ
ど
に
郵
石
如
自
身
が
分
書
の
完
成
に

意
識

を
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
梁
鵠
は
ど
う
い
う
評
価
を
さ
れ

た
名
人
で
あ
っ
た
か
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
”
耶
鄭
淳
は
繊
細
な
字
を
よ
く
し
、
梁
鵠
は
雄
大
な
字
を
よ
く
し
た
”
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
郵
石
如
は
、
当
然
こ
の
雄
大
な
字
を
意
識
し
て
、
f
u

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

分

（郵
石
如
）
は
劣
ら
な
い
と
自
負
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
部
石
如
自
身

は
、
蒙
書
よ
り
も
分
書
に
絶
対
の
自
信
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
強
く
表
現
し
た
言

辞
で

あ
り
、
ま
た
包
世
臣
も
深
く
こ
の
点
に
同
意
し
た
こ
と
か
ら
「
完
白
山
人

傳
」
に
載
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
完
白
山
人
傳
」
を
執
筆
し
た
の
は
、
前
述
の
通
り
嘉
慶
十
一
年
（
1

8
0
6
）
包
世
臣
三
十
二
歳
の
と
き
の
著
述
で
あ
る
。
そ
し
て
「
國
朝
書
品
」

は

道
光
四
年
（
1
8
2
4
）
包
世
臣
五
十
歳
の
と
き
の
著
述
で
、
こ
の
間
に
十

八
年
が
経
過
し
て
い
る
。
包
世
臣
自
身
も
、
郵
石
如
作
品
を
評
価
す
る
と
き
に

当
然
に
様
々
な
作
例
を
検
討
し
た
こ
と
は
至
極
当
然
の
事
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
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郵
石
如
自
身
も
自
認
し
包
世
臣
自
身
も
評
価
し
て
い
る
分
書
の
内
容
が
、
分
書

を
完
成
さ
せ
た
作
品
と
、
さ
ら
に
分
書
を
発
展
さ
せ
て
郵
石
如
だ
け
の
独
創
と

も
い
え
る
、
の
ち
に
”
部
隷
”
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
高
い
芸
境
の
作
品
と
を
区

別
し
て
評
価
す
る
必
要
が
出
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
付
会
と
は
い
え

な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
“
分
書
”
よ
り
も
、
さ
ら
に
一
段
高
い
表
現
作
品
を

”

隷
書
ク
と
し
て
区
別
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

　
具
体
的
に
、
包
世
臣
が
神
品
と
評
価
し
た
隷
書
と
は
何
を
指
す
か
。
そ
れ
は

”

分
書
は
昔
の
名
人
で
あ
る
梁
鵠
に
は
劣
ら
な
い
”
つ
ま
り
、
雄
大
な
字
を
よ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

く
し
た
梁
鵠
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
郵
石
如
の
自
身
の
言
葉
に
あ
る
通
り

r条
幅
作
品
に
見
る
筆
力
を
充
満
さ
せ
た
（
大
字
）
隷
書
」
こ
そ
が
、
包
世
臣

が
神
品
と
評
価
し
た
隷
書
で
あ
り
、
「
冊
頁
に
み
る
流
麗
典
雅
な
（
小
字
）
隷

書
」
は
分
書
と
し
て
区
別
し
て
評
価
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、

諸
賢
の
批
正
を
待
ち
た
い
。

　

こ
の
理
解
で
あ
れ
ば
、
包
世
臣
が
”
神
品
”
と
評
価
し
た
隷
書
は
西
川
氏
が

指
摘
し
た
F
い
ま
見
る
古
隷
」
や
「
何
か
特
殊
な
一
、
二
の
作
例
」
と
い
っ
た

極

め
て
少
数
の
作
例
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
部
石
如
五
十
代
以
後
の

条
幅
作
品
（
図
8
　
五
十
歳
・
図
2
：
五
十
九
歳
・
図
2
5
　
六
十
歳
）
や
対
聯
（
図

28

ニ
ハ
十
二
歳
・
図
3
：
H
ハ
十
二
歳
）
を
は
じ
め
と
し
、
世
に
傑
作
と
称
賛
さ
れ

る
八
屏
（
図
2
3
　
六
十
歳
）
四
屏
（
図
2
7
　
六
十
一
歳
）
や
六
屏
（
図
3
2
　
六
十

三

歳
）
、
ま
た
八
屏
（
図
3
3
　
六
十
三
歳
）
、
さ
ら
に
最
晩
年
の
傑
作
と
し
て
誰

し
も
が
認
め
る
十
屏
（
図
3
5
ニ
ハ
十
三
歳
）
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
包
世
臣
が
妙
品
上
と
評
価
し
た
分
書
と
し
て
は
、
四
体
書
冊
の
う
ち
の
隷
書

（
図
1
3
　
五
十
五
歳
・
図
1
5
　
五
十
七
歳
）
や
隷
書
冊
（
図
1
4
　
五
十
五
歳
）
、
さ

ら
に
最
晩
年
の
隷
書
碑
（
図
3
5
　
六
十
三
歳
）
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

4
・
2
、
康
有
爲
（
1
8
5
8
－
1
9
2
7
）
の
評

　
『
廣
藝
舟
讐
揖
』
は
、
光
緒
十
五
年
（
1
8
8
9
）
、
康
有
爲
三
十
二
歳
の
著

述
で

あ
る
。
内
容
は
『
廣
藝
舟
讐
揖
』
の
「
叙
目
」
に
は
康
有
爲
自
身
の
言
と

し
て
”
國
朝
多
言
金
石
、
寡
論
書
者
。
惟
淫
縣
包
氏
、
釦
之
揚
之
。
今
則
撃
之

術
之
、
凡
爲
二
十
七
篇
”
と
あ
る
よ
う
に
、
包
世
臣
『
藝
舟
讐
揖
』
の
論
書
を

さ
ら
に
敷
桁
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
康
有
爲
は
『
廣
藝
舟
讐
揖
』
の
中
で
、
具
体
的
に
蒙
書
と
隷
書
の
関
係
に
つ

い
て

述
べ
て
い
る
の
は
「
尊
碑
第
二
」
が
あ
り
、
本
文
の
前
文
で
帖
学
が
し
だ

い
に

廃

れ
、
碑
学
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
を
前
置
き
し
て
、

…
…
道
光
之
後
，
碑
學
中
興
、
蓋
事
勢
推
遷
不
能
自
已
也
。
乾
隆
之
世
、
已
厭

奮
學
。
冬
心
・
板
橋
、
参
用
隷
筆
、
然
失
則
怪
、
此
欲
愛
而
不
知
愛
者
。
汀
洲

精
於
八
分
、
以
其
八
分
為
真
書
、
師
彷
『
吊
比
幹
文
』
、
痩
勤
猫
絶
。
懐
寧
一

老
、
實
丁
斯
會
、
既
以
集
纂
隷
之
大
成
、
其
隷
楷
專
法
六
朝
之
碑
、
古
茂
渾
撲
、

實
與
汀
洲
分
分
隷
之
治
、
而
厳
碑
法
之
門
。
開
山
作
祖
、
允
推
二
子
。

　
道
光
年
間
以
後
に
は
碑
学
が
盛
行
し
た
こ
と
が
必
然
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
ち
、

一 105一



乾
隆
年
間
の
金
農
（
冬
心
）
・
鄭
竪
（
板
橋
）
が
隷
書
を
始
め
た
が
筆
法
を
得
て
い
な

い

と
し
、
伊
乗
綬
（
汀
洲
）
と
部
石
如
（
懐
寧
一
老
）
が
筆
法
を
完
成
さ
せ
た
こ
と

に

よ
っ
て
碑
学
が
確
立
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
部
石
如
は
「
其
の

隷
楷

は
法
を
六
朝
の
碑
に
専
ら
に
し
、
古
茂
に
し
て
渾
撲
な
り
」
と
し
て
、
郵
石
如

の
隷
書
が
六
朝
の
諸
碑
に
専
念
し
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
で
、
古
茂
（
い
に
し
え
の
さ

か

ん
）
渾
撲
（
純
粋
な
素
朴
）
を
表
現
し
て
い
る
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
「
説
分
第
六
」
に
お
い
て
は
郵
石
如
の
隷
書
の
出
自
と
、
そ
の
用
筆
の

正
当
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

…
…
國
初
猶
守
奮
法
。
孫
淵
如
洪
稚
存
程
春
海
並
自
名
家
。
然
皆
未
能
出
少
温

範

園
者
也
。
完
白
山
人
出
蓋
牧
古
今
之
長
、
而
結
胎
成
形
。
於
漢
蒙
爲
多
、
遂

能
上
掩
千
古
、
下
開
百
腰
。
後
有
作
者
、
莫
之
與
京
　
。
完
白
山
人
之
得
虚
、

在
以
隷
筆
為
纂
。
或
者
疑
其
破
壊
古
法
。
不
知
商
周
用
刀
簡
、
故
瘤
法
多
尖
。

後
用
漆
書
、
故
頭
尾
皆
圓
。
漢
後
用
毫
、
便
成
方
筆
。
多
方
矯
揉
、
佐
以
焼
毫
。

而
為
痩
健
之
少
温
書
、
何
若
從
容
自
在
、
以
隷
筆
為
漢
纂
乎
。
完
白
山
人
未
出
、

天
下
以
秦
分
為
不
可
作
之
書
。
自
非
好
古
之
士
、
鮮
或
能
之
。

　
清

朝
の
初
期
は
、
蒙
書
は
旧
法
で
書
い
て
い
た
。
孫
星
桁
（
1
7
5
3
－
1
8
1

oo
）
　
’
洪
亮
吉
（
1
7
4
6
－
1
8
0
a
t
）
　
’
程
思
沢
（
1
7
8
5
－
1
8
3
7
）
は

名
人
で
あ
っ
た
が
、
皆
、
唐
の
李
陽
泳
の
筆
法
で
あ
っ
た
。
部
石
如
が
蒙
書
を
か
い

て
、
古
今
の
優
れ
た
と
こ
ろ
を
す
べ
て
取
り
入
れ
た
。
字
姿
は
、
漢
代
の
蒙
書
に
よ

る
と
こ
ろ
が
多
く
、
つ
い
に
は
千
年
の
昔
よ
り
も
す
ぐ
れ
、
そ
の
後
の
百
年
を
み
ち

び

い

た
。
郵
石
如
よ
り
以
後
の
人
で
、
部
石
如
を
重
ん
じ
な
い
人
は
い
な
か
っ
た
。

郵
石
如
の
優
れ
て
い
る
点
は
、
隷
書
の
筆
法
を
蒙
書
に
し
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
郵
石
如
の
蒙
書
は
柔
毫
筆
を
も
ち
い
て
、
そ
れ
以
前
の
「
筆
鋒
を
焼
い
た
も

の
」
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
む
か
し
の
段
や
周
の
時
代
に
は
小

刀

に
よ
っ
て
文
字
を
書
い
て
い
た
の
で
、
小
蒙
以
前
に
は
と
が
っ
た
部
分
が
多
い
の

で

あ
る
。
の
ち
に
漆
を
も
ち
い
て
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
起
筆
と
収
筆
は
ま
る

V
な
っ
た
。
漢
代
以
後
は
筆
を
も
ち
い
た
の
で
、
文
字
は
角
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

つ

た
。
ほ
と
ん
ど
の
筆
は
や
わ
ら
か
く
、
筆
鋒
を
焼
く
必
要
が
あ
っ
た
。
「
筆
鋒
を
焼

い

た
筆
」
で
痩
せ
細
っ
た
李
陽
泳
の
蒙
書
は
で
き
た
が
、
「
筆
鋒
を
焼
い
た
筆
」
で
思

う
ま
ま
に
隷
書
の
書
き
方
で
漢
代
の
蒙
書
を
書
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
）
…
…
と
述

べ
て

い
る
。

　
康
有
爲
は
、
郵
石
如
が
創
出
し
た
蒙
書
の
筆
法
を
、
李
陽
泳
と
比
較
し
て
違

い

を
指
摘
し
て
い
る
。
隷
書
の
書
き
方
で
漢
代
の
蒙
書
を
書
く
に
は
、
筆
鋒
を

焼
く
こ
と
を
せ
ず
、
し
か
も
柔
毫
筆
で
な
け
れ
ば
自
在
に
運
筆
で
き
な
い
こ
と

を
説
い
て
、
郵
石
如
が
柔
毫
筆
を
も
っ
て
隷
書
や
蒙
書
を
揮
毫
し
た
こ
と
を
前

代
に
な
い
優
れ
た
点
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
部
石
如
の
隷
書
に
お
け
る
学
書
の
対
象
を
旦
ハ
体
的
に
述
べ
て
い
る
の

は

「述
学
第
二
十
三
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　

…
…
少
讃
『
説
文
』
、
嘗
作
蒙
隷
、
苦
蓋
山
①
及
陽
泳
之
無
味
、
問
九
江
先

生
、
稻
近
人
部
完
白
作
蒙
第
一
、
因
捜
求
之
専
城
、
苦
難
得
。
壬
午
入
京
師
、
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乃
大
購
焉
。
因
並
得
漢
魏
六
朝
唐
宋
碑
版
敷
百
本
、
從
容
玩
索
、
下
筆
頗
遠
於

俗
、
於
是
翻
然
知
帖
學
之
非
＾
英
。
惟
吾
性
好
窮
理
、
不
能
為
無
用
之
學
、
最
獺

作
字
、
取
大
意
而
已
。
及
久
居
京
師
、
多
遊
廠
扉
、
日
購
碑
版
、
於
是
蓋
見
秦

漢
以
來
及
南
北
朝
諸
碑
、
乏
濫
唐
宋
、
乃
知
隷
楷
愛
化
之
由
、
派
別
分
合
之
故
、

世
代
遷
流
之
異
。

　
わ

た
し
（
康
有
爲
）
は
若
い
頃
に
『
説
文
解
字
』
を
読
み
、
蒙
書
隷
書
を
学
ん
だ

が

『峰
山
刻
石
』
や
李
陽
泳
の
無
味
な
表
現
に
苦
し
ん
だ
こ
と
か
ら
、
師
で
あ
る
朱

九

江
先
生

（
1
8
0
7
－
1
8
8
1
　
名
は
次
埼
）
に
質
問
す
る
と
、
最
近
の
人
物

で
は

郵
石
如

を
第
一
と
推
称
さ
れ
た
が
、
広
州
で
そ
の
書
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た
。
光
緒
八
年
（
1
8
8
2
　
壬
午
）
北
京
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
沢
山
の
も
の

を
買
お
う
と
し
て
、
漢
魏
六
朝
唐
宋
の
碑
拓
を
数
百
本
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
思

う
存
分
に
こ
れ
ら
を
臨
書
す
る
と
、
い
ま
ま
で
揮
毫
し
て
い
た
通
俗
な
文
字
か
ら
遠

ざ
か
っ
た
の
で
こ
れ
ま
で
学
習
し
て
き
た
帖
学
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
。

お

も
う
に
当
時
の
私
（
康
有
爲
）
は
朱
子
学
を
好
ん
で
い
た
の
で
、
そ
の
ほ
か
は
無

用
の
学
問
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
怠
け
て
い
た
の
は
字
を
書
く
こ
と
で
、
大
雑
把
な

心
得
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
北
京
の
滞
在
は
長
期
に
わ
た
っ
た
が
、
そ
の
あ
い
だ

本
屋
街

を
訪
ね
て
は
碑
拓
を
求
め
て
過
ご
し
、
秦
漢
か
ら
南
北
朝
期
の
諸
碑
を
つ
ぶ

さ
に
鑑
賞
し
、
唐
宋
に
お
よ
ん
だ
。
そ
し
て
隷
書
か
ら
楷
書
へ
変
遷
し
た
理
由
や
、

南
北
に
書
派
が
分
か
れ
ま
た
合
わ
さ
る
理
由
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
る
こ

と
を
理
解
し
た
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
①
蓋

山
は
誤
植
で
あ
ろ
う
、
『
廣
藝
舟
讐
揖
』
に
蓋
山
と
い
う
碑
名
は
挙
げ
ら

　
　
れ

て

い

な
い
。
文
章
で
は
李
陽
泳
と
共
に
挙
げ
て
い
る
の
で
、
秦
の
蒙
書
で

　
　
F
山
」
の
付
く
石
刻
あ
れ
ば
、
『
峰
山
刻
石
』
ま
た
は
『
泰
山
刻
石
』
の
い
ず
れ

　
　
か

で
あ
る
。
「
説
分
第
六
」
に
お
い
て
…
…
吾
嘗
學
『
瑛
珊
台
』
『
峰
山
碑
』
無

　
　
所
得
、
又
學
李
陽
泳
『
三
墳
記
』
『
棲
先
螢
記
』
『
城
陸
廟
碑
』
「
庚
責
徳
政
碑
』

　
　
『
般
若
台
銘
』
、
無
所
入
…
…
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蓋
山
は
峰
山
（
『
峰

　
　
山
刻
石
』
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
沈
曽
植
（
1
8
5
o
－
1
9
2
2
　
字
は
子
培
）
や
張
裕
釧
（
1
8
2

3
－
1
8
9
4
　
字
は
廉
卿
）
の
書
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
な
が
ら
自
身
の
学

書
過
程

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
と
概
略
は
省
く
こ
と
と

す
る
。

　

さ
ら
に
、
部
石
如
の
楷
書
を
習
得
し
た
こ
と
に
言
及
し
、

…
…
又
得
郵
頑
伯
楷
法
、
蒼
古
質
撲
、
如
封
商
舞
漢
玉
、
真
『
露
廟
碑
陰
②
』

之

嗣
音
。
蓋
頑
伯
生
平
慕
『
史
長
』
『
禮
器
』
最
多
、
故
筆
之
中
鋒
最
厚
、
又

臨
南
北
碑
最
彩
、
故
其
氣
息
規
模
、
自
然
高
古
。
夫
藝
業
惟
氣
息
最
難
、
慎
伯

僅
求
之
鮎
董
之
中
、
以
其
書
中
浦
為
有
古
法
、
尚
未
為
知
其
深
也
。

　
そ

の
書
は

蒼
古
質
撲
（
ふ
る
め
か
し
く
飾
り
気
が
な
い
）
で
あ
り
、
段
代
の
青
銅

器
や
漢
代
の
玉
器
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
『
中
嶽
嵩
高
羅
露
廟
碑
陰
』
（
露
廟

　
　
　
　
お
ん

碑
陰
）
の
音
（
固
有
の
優
れ
た
風
韻
）
を
継
承
し
て
い
て
同
様
に
見
事
な
も
の
で
あ

る
（
こ
こ
で
は
書
風
の
継
承
の
意
味
で
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
書
の
内
容
の
素
晴
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ら
し
さ
を
『
中
嶽
嵩
高
羅
露
廟
碑
』
を
例
に
し
て
絶
賛
し
て
い
る
）
。
お
も
う
に
頑
伯

（部
石

如
）
は
、
生
平
に
『
史
農
碑
』
『
纏
器
碑
』
を
臨
書
す
る
こ
と
が
最
も
多
い
、

だ

か

ら
筆
跡
に
お
け
る
中
鋒
は
重
厚
な
の
で
あ
る
。
ま
た
（
部
石
如
は
）
南
北
朝
期

の
諸
碑

を
臨
書
す
る
こ
と
も
大
変
多
か
っ
た
．
だ
か
ら
筆
跡
の
も
つ
気
息
（
気
韻
）

は
、
自
然
に
し
て
高
古
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
芸
術
に
お
け
る
気
息
と
い
う
も
の
は

最

も
難
し
い
も
の
で
、
包
世
臣
（
慎
伯
）
の
書
に
は
少
し
だ
け
点
画
に
（
気
息
は
）

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
古
法
（
本
来
の
書
法
）
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

で
、
ま
だ
（
包
世
臣
に
は
）
そ
の
深
奥
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
・
…
－
と
指
摘
し
て
い

る
。　

　
②

『露
廟
碑
陰
』
は
、
『
廣
藝
舟
讐
揖
』
に
お
い
て
、
康
有
爲
が
絶
賛
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
の
で

「
購
碑
第
三
」
で
は
ー
『
中
嶽
菖
高
羅
露
廟
碑
』
（
太
安
二
年
、
冠
謙
之
書
、

　
　
蒙
額
陽
文
、
有
陰
）
ー
と
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
記
述
中
の
字
句
と
し
て
は

　
　
『
中
嶽
蕎
高
羅
露
廟
碑
』
の
ほ
か
に
『
霊
廟
碑
』
と
略
し
て
十
二
回
を
数
え
る
。

　
　
ま
た
『
霞
廟
碑
陰
』
に
つ
い
て
は
、
十
回
を
数
え
る
。
と
く
に
「
碑
品
第
十
七
」

　
　
で

は
最
高
の
評
価
を
与
え
た
名
称
の
「
神
品
」
と
し
て
『
嚢
龍
顔
碑
』
『
霊
廟

　
　
碑
陰
』
『
石
門
銘
』
の
三
碑
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
碑
評
第
十
八
」
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い

　
　
ー
渾
金
撲
玉
の
如
し
、
賓
采
は
名
し
難
し
（
黄
金
宝
玉
で
あ
っ
て
、
そ
の
様
子

　
　

は
言
葉
に
で
き
な
い
）
ー
と
讃
嘆
し
て
や
ま
ず
褒
辞
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
ら
も
康
有
爲
の
尊
重
が
理
解
で
き
る
。
『
中
嶽
菖
高
羅
露
廟
碑
』
の
「
羅
」
は
、

　
　
諸
書

を
検
索
し
て
み
た
が
、
こ
の
呼
称
を
見
な
い
。
ま
た
碑
蒙
額
に
も
「
中
嶽

　
　
嵩
高
霊
廟
之
碑
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
桁
字
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

補
記
ー
康
有
爲
は
冠
謙
之
の
書
と
明
記
す
る
が
、
欧
陽
脩
「
集
古
録
践
尾
」

　
　
の

記

載
に
よ
る
も
の
で
あ
り
確
証
は
な
い
。
ま
た
太
安
二
年
（
4
5
6
）
の
建

　
　
碑
年
も
、
『
金
石
録
』
の
記
述
に
よ
る
も
の
で
碑
文
中
に
年
号
は
確
認
す
る
こ

　
　

と
は
で
き
な
い
。
『
碑
陰
』
拓
本
は
極
め
て
少
な
く
、
二
玄
社
『
書
跡
名
品
叢

　
　
刊
』
七
o
で
碑
陰
全
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
郵
石
如
の
隷
書
に
つ
い
て
は
、
生
平
よ
り
『
史
展
碑
』
『
禮
器
碑
』

の

二
碑
を
臨
書
し
て
い
た
こ
と
を
と
く
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
裏
付
け
と
し

て

部
石
如
の
隷
書
に
み
る
筆
跡
が
中
鋒
重
厚
で
あ
る
こ
と
が
理
由
と
す
る
。
ま

た

気
息
と
い
う
概
念
に
着
目
し
、
こ
れ
が
郵
石
如
作
品
の
も
つ
独
自
性
と
し
て

指
摘

し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
郵
石
如
が
南
北
朝
期
の
諸
碑
を
臨
書
し
た
こ
と

に

由
来
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
す
で
に
本
稿
第
二
章
の
第
一
節
で
述
べ
た
包
世
臣
『
藝
舟
讐
揖
』
で
は
、
多

数
の
隷
書
碑
名
を
挙
げ
て
、
郡
石
如
に
お
け
る
隷
書
の
学
習
過
程
に
つ
い
て
説

明
し
て
い
る
が
、
康
有
爲
の
説
で
は
『
史
農
碑
』
『
禮
器
碑
』
の
二
碑
を
挙
げ

て

い

る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
南
北
朝
期
の
諸
碑
も
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

包
世
臣
の
説
と
は
相
反
し
な
い
。
た
だ
し
、
包
世
臣
が
直
接
に
部
石
如
か
ら
教

示
を
得
て
い
る
こ
と
、
ま
た
年
代
差
は
あ
る
が
郵
石
如
と
同
時
代
に
活
躍
し
た

こ
と
を
考
え
る
と
包
世
臣
説
に
重
き
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
．
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ

ぽ
う
康
有
爲
説
の
論
拠
は
部
石
如
の
隷
書
作
品
に
み
る
筆
跡
の
検
討
と
分
析
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を
理
由
と
す
る
も
の
で
、
康
有
爲
に
よ
る
推
断
と
も
言
っ
て
よ
い
帰
結
で
あ
っ

て
真
相
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。

4
・
3
、
穆
孝
天
氏
（
1
9
1
9
1
1
9
9
6
）
の
評

　
穆
孝
天
氏
の
部
石
如
に
つ
い
て
の
著
作
は
、
夫
人
で
あ
る
許
佳
遁
と
の
編
著

で
郵
以

蟄
氏
の
校
訂
に
よ
る
『
郵
石
如
』
安
徽
教
育
出
版
社
（
1
9
8
3
）
・

『郵
石
如
資
料
匿
編
』
・
『
部
石
如
書
法
蒙
刻
芸
術
』
安
徽
人
民
美
術
出
版
社
（
1

9
8
4
）
・
許
佳
項
と
の
共
著
『
部
石
如
研
究
資
料
』
人
民
美
術
出
版
社
（
1
9

8
8
）
・
許
佳
遁
と
の
共
著
『
郵
石
如
世
界
』
明
文
書
局
（
台
湾
　
1
9
9
0
）

な
ど
が
あ
る
①
。

　
　
①
穆
孝
天
氏
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
部
石
如
に
お
け
る
蒙
書
筆
法

　
　
形
成
の

理
解
へ
の
試
　
s
s
」
　
（
n
）
第
四
章
の
第
三
節
に
詳
述
し
た
の
で
参
照
願

　
　
い
た
い
o

　
穆
孝
天
氏
は
「
郵
石
如
書
法
評
伝
」
（
栄
曲
豆
斎
『
中
国
書
法
全
集
六
七
　
郵
石

如
』
所
収
　
1
9
9
5
）
に
お
い
て
、
部
石
如
の
隷
書
の
特
徴
と
し
て
”
用
筆

（運
筆
の
方
法
）
”
と
“
結
字
（
文
字
の
構
造
性
）
”
の
二
面
を
兼
ね
備
え
た
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
れ
に
よ
り
逆
筆
中
鋒
（
逆
筆
に
よ
り
中
鋒
と
な
る
）
・
使
転
蒼
厚

（運
筆
が
重
厚
に
な
る
）
・
縦
横
馳
騎
（
自
在
に
筆
が
動
く
）
・
無
所
依
傍
（
独
自
の

表
現
と
な
る
）
の
四
点
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
は
原
文
の

中
国
語
は
長
文
の
た
め
引
用
を
省
き
、
そ
の
概
略
を
筆
者
（
遠
藤
）
が
邦
訳
し

紹
介
す
る
、

…
：
郵
石
如
の
隷
書
の
特
徴
と
し
て
“
用
筆
”
と
”
結
字
”
の
二
面
を
兼
ね
備
え
た

こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
よ
り
逆
筆
中
鋒
・
使
転
蒼
厚
・
縦
横
馳
騎
・
無
所
依
傍
の

四

点
が
表
現
さ
れ
る
。
『
張
遷
碑
』
の
凝
重
（
か
さ
ね
て
重
々
し
い
）
、
『
輝
國
山
碑
』

の

豊
偉
（
た
っ
ぷ
り
と
し
て
堂
々
と
し
て
い
る
）
、
『
華
山
廟
碑
』
の
恣
縦
（
取
り
繕

う
と
こ
ろ
が
無
い
）
、
『
白
石
神
君
碑
』
の
膀
礁
（
広
々
と
し
て
い
る
）
、
そ
し
て
蒼
頸

（ち
か
ら
つ
よ
さ
）
と
漉
脱
（
す
っ
き
り
と
し
て
い
る
）
は
、
部
石
如
の
筆
跡
で
な
れ

ば
表
現
で

き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
理
由
で
人
々
は
い
つ
も
「
都
石
如
の
筆
跡

に
対
し
て
、
諸
家
の
精
髄
（
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
部
分
）
を
融
合
さ
せ
た
」
と
言

う
の
で
あ
る
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　
穆
孝
天
氏
は
、
と
く
に
『
張
遷
碑
』
『
縄
國
山
碑
』
『
華
山
廟
碑
』
『
白
石
神

君
碑
』
の
四
碑
を
挙
げ
て
い
る
が
、
結
論
で
は
包
世
臣
・
康
有
爲
と
同
様
に
諸

碑
ゑ
学
ん

で
書
法
を
完
成
さ
ぜ
，
渇
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
部
石
如
の
書
表
現
に

つ

い

て
、
“
用
筆
”
と
“
結
字
”
の
兼
備
に
よ
り
逆
筆
中
鋒
・
使
転
蒼
厚
・
縦

横
馳
騎
・
無
所
依
傍
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
分
析
と
指
摘
は
康
有
爲
の
説

よ
り
も
さ
ら
に
詳
し
い
が
、
こ
れ
も
作
品
の
印
象
か
ら
の
推
断
に
よ
る
帰
結
で

あ
り
真
相
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
部
石
如
の
用
筆
に
つ
い
て
、
新
し
い
見
解
を
述
べ
て
、

…
・
部
石
如
は
、
纂
書
と
草
書
の
筆
勢
（
運
筆
法
）
を
用
い
て
、
隷
書
に
応
用
し
て

い

る
。
ま
さ
に
「
蒙
書
は
隷
書
か
ら
学
び
、
隷
書
は
蒙
書
か
ら
学
ん
で
い
る
」
の
言
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葉
で
あ
る
。
人
々
が
部
石
如
の
書
に
「
蒼
勤
潭
厚
（
つ
よ
く
軽
々
し
く
な
い
）
、
緊
密

堅
実

（し
っ
か
り
と
し
て
密
度
が
あ
る
）
」
と
い
う
表
現
の
な
か
に
「
綿
裏
鉄
（
鉄
を

綿
で
包
ん
だ
よ
う
に
、
ふ
っ
く
ら
と
し
て
つ
よ
い
）
」
と
多
様
な
筆
致
を
見
出
す
の
は
、

こ
の
た
め
で
あ
る
…
…
と
す
る
。

　
文
中
の
“
蒙
書
と
草
書
の
筆
勢
”
と
は
、
蒙
書
が
筆
画
の
充
実
を
求
め
て
鉄

の

よ
う
な
強
靭
な
筆
跡
に
な
る
の
に
対
し
て
、
草
書
は
筆
毫
が
開
い
て
筆
跡
が

豊
潤
に
な
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
が
融
合
さ
れ
る
と
、
穆
孝
天
氏
の
説
に
言
う

郵
石
如
の
「
綿
裏
鉄
」
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
包
世

臣
が
説
明
し
た
「
逆
入
平
出
」
に
よ
る
筆
跡
の
表
現
効
果
を
、
新
し
い
視
点
で

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
郵
石
如
の
隷
書
作
品
を
具
体
的
に
挙
げ
て
、
字
姿
を
扁
（
ひ
ら
べ
っ

た
い
）
と
方
扁
（
四
角
v
ひ
ら
べ
っ
た
い
）
の
二
種
に
区
分
け
し
て
、
さ
ら
に
扁

と
方
扁
の
二
様
が
存
在
す
る
こ
と
が
部
石
如
の
隷
書
の
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
を

説
明
す
る
の
に
方
履
鐘
の
郵
石
如
隷
書
作
品
の
賛
文
を
引
用
し
て
、

　
・
（
郵
石
如
の
隷
書
は
）
普
通
で
あ
り
な
が
ら
変
化
が
あ
る
、
素
朴
で
あ
り
な
が

ら
巧
妙
が
あ
る
、
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
筆
を
用
い
て
字
を
書
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

わ

る
こ
と
な
く
、
終
始
一
貫
し
て
い
た
。
字
姿
は
方
（
か
く
ば
っ
て
い
る
）
で
あ
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

が
、
精
神
は
円
（
ま
ろ
や
か
）
で
あ
る
。
筆
は
毫
（
か
た
い
）
で
あ
る
が
、
墨
（
筆

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

跡
）
は
柔
（
や
わ
ら
か
い
）
で
あ
る
。
枯
（
か
す
れ
）
や
潤
（
に
じ
み
）
が
自
然
に

で

き
あ
が
り
、
そ
の
精
微
（
玄
妙
な
と
こ
ろ
）
は
無
限
で
あ
る
…
…
と
述
べ
る
。

　
さ
ら
に
部
石
如
の
隷
書
へ
の
賛
辞
と
し
て
包
世
臣
「
奪
天
時
之
箭
惨
、
愛
人

心
之

哀
楽
」
が
あ
り
、
ま
た
康
有
爲
「
従
句
容
六
梁
碑
出
、
書
法
極
厚
、
中
辺

倶
徹
、
不
得
以
抹
筆
議
之
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
李
兆
洛
「
兀
募
排
蕩
、
淋
滴
蓋

致
、
愛
化
不
可
方
物
」
の
句
を
引
用
し
た
の
ち
に
、
郵
石
如
の
隷
書
に
つ
い
て

「
酒
容
無
蓋
（
す
べ
て
を
含
み
い
れ
て
尽
き
ず
）
、
境
界
之
高
（
境
地
は
い
っ
そ
う

高
い
）
」
と
の
語
に
よ
り
形
容
し
て
い
る
。

4
・
4
、
王
征
（
現
代
）
氏
の
評

　
「
部
石
如
隷
書
作
品
風
格
再
探
」
（
山
東
画
報
出
版
社
『
布
衣
大
師
ー
部
石
如
』

所
収

　
2
0
1
7
）
に
お
い
て
、
過
去
の
分
析
を
検
証
し
、
さ
ら
に
新
し
い
見

解
を
述
べ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
寡
聞
に
し
て
王
征
氏
に
つ
い
て
の
人
物
と
研

究
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

　
『
布
衣
大
師
－
部
石
如
』
は
、
十
八
名
の
執
筆
者
に
よ
り
二
十
七
題
を
論
じ

た
論
文
集
で
あ
る
が
、
最
近
の
郵
石
如
関
係
の
研
究
書
と
し
て
は
中
国
で
は
最

新
の

も
の
で
あ
り
、
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
作
品
図
録
や
技
法
解
説
と
は
異
な

り
、
研
究
文
献
の
合
編
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
続
い
て
郡

石
如
作
品
の
大
型
図
録
が
全
頁
カ
ラ
ー
で
出
版
さ
れ
る
な
ど
充
実
し
て
い
る
が
、

研
究
の
専
著
は
な
く
全
く
の
貧
相
を
呈
し
て
不
満
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
状
況
を
打
破
し
た
の
が
『
布
衣
大
師
ー
郵
石
如
』
で
あ
る
。
内
容
は
穆
孝
天

氏

と
許
佳
壇
氏
夫
妻
（
共
に
故
人
）
の
過
去
研
究
で
あ
る
五
論
文
を
掲
載
す
る
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が
、
各
論
考
の
執
筆
者
は
従
来
見
な
い
方
々
で
あ
り
、
巻
末
後
記
に
は
安
慶
師

範
大
学
・
安
徽
省
博
物
館
・
安
慶
市
芸
術
館
の
諸
氏
に
対
す
る
謝
辞
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
安
徽
省
と
安
慶
市
に
関
係
す
る
研
究
者
と
考
え
ら
れ
る
。
安
慶
は
郵

石
如
の
出
身
地
で
も
あ
り
、
安
徽
省
博
物
館
は
部
石
如
作
品
を
所
蔵
し
て
国
内

最
多
を
誇
る
公
的
機
関
で
あ
る
。
な
お
第
五
章
か
ら
第
八
章
に
あ
る
「
詩
文
摘

選
」
「
山
人
年
表
」
「
伝
記
輯
録
」
「
芸
術
作
品
（
作
品
図
版
）
」
は
執
筆
者
名
を

載
せ
て

い
な
い
。

　
王
征
氏

「
郵
氏
隷
書
風
格
取
法
再
探
析
」
の
う
ち
の
第
二
章
「
部
氏
隷
書
風

格
取
法
再
探
析
」
に
お
い
て
、

…
…
包
世
臣
・
康
有
爲
に
よ
る
郵
石
如
の
隷
書
に
お
け
る
臨
書
の
対
象
と
な
っ
た
碑

名
を
挙
げ
て
、
さ
ら
に
沈
子
善
の
説
で
あ
る
”
『
史
農
碑
』
『
華
山
碑
』
を
中
心
と
し

て

学

び
、
『
受
輝
碑
』
『
乙
瑛
碑
』
を
加
え
た
”
こ
と
を
挙
げ
、
ま
た
方
朔
の
説
で
あ

る
”
『
史
最
碑
』
前
碑
後
碑
を
学
ん
で
、
部
石
如
の
学
書
は
隷
書
か
ら
始
ま
っ
た
こ

と
”
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
郵
石
如
の
臨
書
作
品
は
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
’
前
述
の
指
摘
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
残
さ
れ
た
部
石
如
の
隷
書
作

品
の
文
字
に
そ
の
影
響
を
見
つ
け
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
郵
石
如
が
中
年
期
に

”
集
古
字
”
と
よ
ば
れ
た
の
は
、
作
品
中
に
多
様
な
古
典
を
取
り
入
れ
て
、
こ
れ
を
反

復
し
臨
書
す
る
こ
と
で
融
会
貫
通
（
と
け
こ
ん
で
一
体
に
な
る
）
し
て
’
つ
い
に
自

分
の

隷
書

を
完
成
さ
せ
た
こ
と
は
、
北
宋
の
米
帝
の
学
書
過
程
と
共
通
す
る
…
…
と

述
べ
て
い
る
。

　
部
石
如
の
隷
書
作
品
が
も
つ
古
典
学
習
に
つ
い
て
識
者
の
見
解
が
一
致
し
な

い
の

は
郵
石
如
が
諸
碑
を
参
考
に
し
て
作
品
を
揮
毫
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
は
1
つ
の
学
習
過
程
と
し
て
是
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
先
例
と
し
て
王

義
之

を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
の
名
人
を
習
い
尽
く
し
て
、
そ
の
書
の
出
自
が
判

然

と
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
中
年
に
”
集
古
字
”
と
疑
さ
れ
、
の
ち
に
”
北
宋

の
四

大
家
”
に
挙
げ
ら
れ
た
能
書
家
の
米
帝
と
同
様
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
従
来
か
ら
の
郵
石
如
の
蒙
書
に
対
す
る
評
に
あ
る
ー
隷
筆
を
も
っ

て

蒙
書
を
な
し
た
ー
に
つ
い
て
、
包
世
臣
の
評
を
引
用
し
て
隷
書
と
蒙
書
の
筆

法
が
相
互
に
深
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
融
合
こ
そ
が
郵
石
如
の

隷
書
と
蒙
書
に
独
自
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、

…
…
こ
の
運
筆
方
法
は
『
衰
倣
碑
』
『
天
登
神
議
碑
』
ま
た
後
漢
の
隷
書
碑
の
蒙
額
に

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
郵
石
如
の
隷
書
も
ー
蒙
筆
を
も
っ
て
隷
書
を
な
し

た
ー
の
で
あ
る
。
郵
石
如
五
十
四
歳
の
『
四
体
書
冊
』
の
う
ち
の
隷
書
部
分
①
、
無

紀
年
の
隷
書
「
世
慮
全
消
』
四
屏
に
つ
い
て
、
そ
の
書
風
を
検
討
分
析
す
る
と
二
作

品
に
は
、
揮
毫
年
に
早
晩
の
違
い
が
あ
る
が
、
l
つ
は
「
遙
麗
研
美
（
つ
や
や
か
で
、

は

な
や
か
）
」
で
あ
り
、
1
つ
は
「
蒼
荘
老
辣
（
き
び
し
く
、
は
げ
し
い
）
」
と
形
容

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
共
に
「
体
方
勢
円
（
四
角
の
文
字
構
造
で
あ
る
が
字
姿
は
丸

み

を
も
つ
）
」
で
あ
る
。
筆
画
は
’
そ
の
筆
跡
の
中
間
に
弾
力
に
み
ち
’
ま
た
「
円
融

沈
穏
（
ま
ろ
や
か
さ
に
か
に
、
お
だ
や
か
さ
を
含
ん
で
い
る
）
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
部
石
如
が
蒙
書
を
成
就
さ
せ
た
た
め
に
出
来
た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
包
世
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臣
が
郵
石
如
の
隷
書
に
つ
い
て
、
ク
『
鐸
山
刻
石
』
『
輝
國
山
碑
』
の
筆
法
を
合
わ
せ
て

行
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
部
石
如
自
身
が
「
わ
た
し
の
蒙
書
は
李
陽
泳
に
は
及
ば
な
い

が
、
分
書
は
梁
鵠
に
は
劣
ら
な
い
」
と
い
っ
た
。
わ
た
し
は
こ
の
言
葉
に
と
く
に
注

意

し
て
い
る
。
郵
石
如
は
蒙
書
分
書
を
も
っ
て
今
隷
（
楷
書
）
を
揮
毫
し
て
い
る
、

よ
っ
て
『
痙
鶴
銘
』
『
梁
侍
中
石
闘
』
の
筆
法
と
同
じ
で
あ
る
”
と
述
べ
て
い
る
。
部

石
如
の
蒙
書
で
は
”
殺
鋒
（
蔵
鋒
）
に
よ
っ
て
勤
折
（
か
v
ば
っ
て
い
る
）
と
な
っ

て

い

る
。
だ
か
ら
字
姿
は
や
や
四
角
い
”
と
い
う
の
も
や
り
方
は
異
な
る
が
同
じ
理

由
で
あ
る
。
つ
ま
り
“
蒙
書
は
隷
書
の
筆
法
を
基
と
し
、
隷
書
は
蒙
書
の
筆
法
を
基

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
“
と
い
え
る
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　
最
後

に
、
郵
石
如
の
書
の
従
来
に
な
い
表
現
性
が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
、

生
宣
紙
と
長
鋒
羊
毫
筆
の
使
用
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
生
宣
紙
は
、

表
面
加

工
を
施
さ
ず
墨
の
ニ
ジ
ミ
が
出
や
す
い
紙
質
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
、

部
石

如
に
お
け
る
羊
毫
筆
の
使
用
に
つ
い
て
は
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

“

長
鋒
”
羊
毫
筆
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
生
宣
紙
の
使
用
に
つ
い
て
言
及
し
た
も

の

は
初
め
て
の
指
摘
で
あ
ろ
う
、

…
…
書
画
の
用
紙
と
し
て
、
は
じ
め
麻
紙
・
皮
紙
・
竹
紙
が
用
い
ら
れ
て
、
明
代
中

期
以
後
に
生
宣
紙
の
使
用
が
ひ
ろ
く
拡
大
し
た
。
陳
淳
や
除
消
の
描
く
画
に
は
墨
の

濃
淡
や

潤
渇
（
ニ
ジ
ミ
、
カ
ス
レ
）
が
表
現
の
特
徴
で
あ
る
が
、
生
宣
紙
が
普
及
す

る
以
前
の
紙
で
は
吸
水
性
に
乏
し
く
、
こ
う
し
た
表
現
は
で
き
な
い
。
郵
石
如
が
活

躍

し
た
清
朝
中
期
は
、
生
宣
紙
の
使
用
が
さ
ら
に
普
及
し
た
o
現
在
、
見
る
こ
と
の

で
き
る
郵
石
如
の
作
品
は
多
く
が
生
宣
紙
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
郡
石
如
に
始

ま
っ
た
碑
学
派
が
理
想
と
し
た
朴
厚
・
古
拙
・
遅
滞
老
辣
（
じ
っ
v
り
と
し
て
手
慣

れ
て

い

る
）
の
美
、
ま
た
舗
毫
直
行
（
中
鋒
）
・
中
実
（
筆
跡
の
充
実
）
・
用
逆
（
逆

入
）
な
ど
の
用
筆
法
を
実
現
す
る
た
め
に
は
生
宣
紙
の
特
質
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
吸
水
性
の
な
い
熟
紙
（
加
工
紙
）
で
は
、
こ
う
い
っ
た
表
現
は
極
め
て
困
難
で

あ
っ
た
。
ま
た
羊
毫
筆
の
効
用
も
生
宣
紙
を
使
用
す
る
こ
と
で
高
め
ら
れ
た
。
以
前

の

狼
毫
・
兎
毫
・
鼠
髪
な
ど
の
硬
毫
筆
は
弾
性
に
は
優
れ
て
い
る
が
、
墨
を
含
む
こ

と
は
少
な
く
筆
跡
は
わ
ず
か
に
潤
う
だ
け
で
、
吸
水
性
の
高
い
生
宣
紙
に
は
適
さ
な

か

っ

た
o
こ
れ
に
対
し
て
羊
毫
筆
は
墨
を
多
く
含
み
、
書
技
が
熟
練
す
れ
ば
、
墨
を

含
ま
せ
れ
ば
一
気
呵
成
に
揮
毫
し
て
数
字
を
続
け
る
に
は
生
宣
紙
が
適
し
て
い
た
。

ま
た
部
石
如
が
活
躍
し
た
清
朝
中
期
に
お
い
て
、
碑
学
派
の
書
家
が
活
躍
し
始
め
る

と
長
鋒
羊
毫
筆
の
使
用
が
盛
行
し
た
。
時
に
、
蒙
書
隷
書
が
復
興
し
よ
う
と
し
て
い

た

が
、
剛
毫
筆
で
は
古
朴
重
厚
の
金
石
の
気
を
表
現
で
き
な
か
っ
た
。
秦
漢
の
碑
刻

の

精
神
に
迫
る
表
現
を
す
る
た
め
に
、
長
鋒
羊
毫
筆
が
注
目
さ
れ
た
。
郵
石
如
は
、

長
鋒
羊
毫
筆
を
用
い
て
懸
腕
双
勾
（
腕
を
机
に
つ
け
ず
、
指
を
二
本
か
け
て
筆
を
持

つ
）
と
管
随
指
転
（
筆
管
は
指
に
し
た
が
っ
て
回
転
さ
せ
る
）
の
方
法
で
揮
毫
し
た
。

筆
鋒
は
垂
直
端
正
（
紙
に
対
し
て
直
角
に
あ
て
る
）
を
常
と
し
た
。
こ
の
中
鋒
で
運

筆
は
、
ど
の
書
体
も
造
勤
強
雄
（
力
つ
よ
く
、
り
っ
ぱ
に
な
る
）
に
な
る
も
の
で
あ

り
、
部
石
如
以
後
の
碑
学
派
の
書
家
達
は
長
鋒
羊
毫
筆
の
表
現
性
を
認
め
、
部
石
如

を
模
範
と
し
た
…
…
と
述
べ
て
い
る
。
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①
郵
石
如
五
十
四
歳
の
『
四
体
書
冊
』
の
う
ち
の
隷
書
部
分
と
あ
る
が
、
『
布

衣
大
師
ー
部
石
如
』
に
図
版
を
載
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
作
品
は
不
明
で
あ
る
。

た
だ
し
筆
者
（
遠
藤
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
五
十
四
歳
『
四
体
書
冊
』
は
存
在
し

な
い
。
お
な
、
翌
年
五
十
五
歳
『
四
体
書
冊
』
の
う
ち
の
隷
書
は
図
1
3
で
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

4
・
5
、
西
川
寧
（
1
9
o
2
－
1
9
8
9
）
氏
の
評

　

こ
れ
ま
で
中
国
の
識
者
や
研
究
者
の
見
解
を
年
代
順
に
、
そ
の
要
旨
を
概
述

し
た
が
、
こ
こ
で
我
が
国
に
お
け
る
郵
石
如
の
築
書
書
法
に
つ
い
て
の
言
及
を

引
い
て
お
く
。
西
川
寧
氏
は
、
中
国
文
学
・
中
国
書
学
の
碩
学
で
あ
り
、
ま
た

書
の
面
で
も
活
躍
し
た
大
家
で
あ
る
。
こ
こ
で
細
か
に
言
及
す
る
必
要
の
な
い

ほ

ど
、
そ
の
精
緻
な
研
究
や
知
性
の
凝
縮
し
た
書
作
品
は
、
ひ
ろ
く
承
知
さ
れ

て

い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
西

川
氏
の
論
文
中
と
く
に
郵
石
如
の
隷
書
に
つ
い
て
言
及
す
る
論
考
①
は
、

年
代
順
に
「
完
白
山
民
が
こ
と
ど
も
」
（
1
9
3
6
）
、
「
部
書
の
風
韻
」
（
1
9

4
1
）
、
r
完
白
山
民
の
慧
遠
伝
八
屏
」
（
1
9
5
5
）
、
「
郵
書
と
私
」
（
1
9
7

2
）
、
　
r
部
石
如
の
絶
筆
」
（
1
9
7
3
）
が
あ
る
。

　
　
①
西
川
寧
氏
の
郵
石
如
研
究
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
部
石
如
に
お
け
る
蒙
書
筆

　
　
法
形
成
の
理
解
へ
の
試
論
」
（
p
t
）
第
四
章
の
第
四
節
に
詳
述
し
た
の
で
参
照

　
　
願
い
た
い
。

　
と
く
に
部
石
如
に
お
け
る
隷
書
の
変
遷
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
「
部
書
の

風
韻
」
の
う
ち
ー
郵
隷
の
演
変
ー
か
ら
要
約
し
て
引
用
す
る
、

…
…
郵
四
十
四
歳
の
「
司
馬
温
公
家
訓
」
（
図
2
）
は
、
漢
隷
の
気
格
と
共
に
、
如
何

に

も
乾
隆
の
隷
書
ら
し
い
臭
味
が
混
じ
っ
て
い
る
が
、
殆
ど
磨
擦
の
な
い
柔
か
い
線

で

朗
ら
か
に
手
足
を
延
し
て
、
可
な
り
動
き
の
あ
る
結
構
を
持
っ
た
字
で
あ
る
。
だ

が
文
字
の

大
小

も
混
り
、
技
巧
の
繊
細
は
ど
こ
に
も
な
い
。
五
十
歳
作
、
富
岡
氏
桃

花
庵
所
蔵
「
七
言
律
詩
軸
」
（
図
8
）
で
は
、
そ
の
根
底
は
従
来
を
離
れ
ぬ
が
、
そ
の

表
現

は
、
激
し
い
熱
情
の
爆
発
に
す
っ
か
り
委
ね
き
っ
て
い
る
。
嘉
慶
元
年
、
郵
完

白
五
十
四
歳
で
あ
る
が
、
蒙
・
隷
を
通
じ
て
、
こ
の
頃
か
ら
卒
年
六
十
三
に
至
る
十

年
間
は
別
の
一
期
を
劃
す
る
と
見
て
い
い
よ
う
だ
。
高
島
椀
安
氏
所
蔵
「
陶
淵
明
語

冊
」
（
四
体
書
冊
の
う
ち
の
隷
書
　
図
1
3
）
「
大
雅
・
抑
章
冊
」
（
図
1
4
）
は
、
共
に
五

十

五
歳
の
作
で

あ
る
。
情
趣
的
な
も
の
と
激
越
な
も
の
は
、
融
け
て
深
く
内
面
に
向

か

っ

て

沈

降
し
て
ゆ
く
o
技
巧
的
に
は
線
が
収
敏
さ
れ
、
結
構
の
分
背
性
が
強
調
さ

れ
、
字
の
胴
体
が
ぬ
け
目
な
く
引
き
締
め
ら
れ
て
、
空
間
の
特
殊
な
解
釈
が
把
握
せ

ら
れ
る
。
一
種
の
精
確
な
格
調
に
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
嘉
慶
初
頭
に
於
け
る
隷

書

の
、
情
熱
の
内
燃
と
技
巧
の
収
飯
と
か
ら
打
ち
出
し
て
来
た
こ
の
格
調
は
、
自
己

発
展
の

自
ら
な
変
化
と
共
に
、
そ
の
裏
に
や
は
り
更
に
深
い
漢
魏
碑
へ
の
沈
潜
が
用

意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
十
九
歳
、
線
質
は
愈
々
圧
力
を
増
し
、
結
構
の
檎

縦
が
自
由
に
な
り
、
点
画
の
重
厚
さ
波
礫
の
壮
麗
さ
が
増
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
豊
か

な
情
感
は
、
嘗
て
把
握
し
た
手
堅
い
様
式
の
隅
々
に
ま
で
自
ず
と
浸
透
し
て
ゆ
v
o
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こ

の

年
あ
た
り
か
ら
後
を
彼
の
最
晩
の
時
期
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
六
十
歳
「
崔

子
玉
座
右
銘
」
（
図
2
）
は
、
え
ぐ
り
こ
む
点
、
筆
毫
の
弾
力
を
利
し
て
軋
み
行
く
線
、

こ
の
激
し
い
軋
み
は
、
至
る
所
線
の
沿
辺
に
鋸
歯
状
の
ギ
ザ
ギ
ザ
を
表
し
、
逆
筆
の

激

し
い
所
は
こ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
が
縦
画
の
左
右
に
さ
え
表
れ
る
。
そ
の
堂
々
た
る
姿
体

は

些
か
の

ゆ
る
ぎ
も
見
せ
な
い
。
寧
ろ
不
器
用
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
一
生
を
通
ず

る
傾
向
で
あ
っ
た
。
而
も
こ
の
素
撲
に
し
て
強
烈
な
表
現
に
拘
ら
ず
、
字
々
静
ま
り

返
っ
た
安
詳
と
高
雅
と
を
示
し
て
い
る
。
古
典
探
求
の
途
は
こ
れ
を
内
へ
内
へ
と
深

く
沈
め
て
、
我
と
自
ら
古
典
の
世
界
に
転
身
蘇
生
し
た
の
で
あ
る
。
六
十
三
歳
「
淫

県
学
宮
禮
器
碑
」
（
図
3
4
）
、
約
一
寸
角
の
小
字
だ
が
、
見
る
も
目
ざ
ま
し
い
規
範
的

格
調

に
、
ひ
た
ぶ
る
の
情
懐
が
し
ん
み
り
と
滲
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
朗
澄
は
隷
書

様
式
の
最
高
の
光
で
あ
る
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　
西

川
氏
は
、
郵
石
如
の
隷
書
に
対
し
て
、
学
書
の
元
と
な
っ
た
隷
書
碑
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

定

を
し
て
い
な
い
。
文
中
で
は
“
漢
魏
碑
へ
の
沈
潜
”
を
背
景
に
持
つ
こ
と
を

挙
げ
る
程
度
で
あ
る
が
、
旦
ハ
体
的
な
古
典
名
は
な
い
。
む
し
ろ
郡
石
如
の
用
筆

と
文
字
構
造
に
視
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
解
説
の
う
え
で
の
引
導
で

あ
り
主
旨
は
郵
石
如
隷
書
の
風
韻
の
解
釈
が
主
体
で
、
そ
の
生
成
か
ら
展
開
、

発
展
と
大
成
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
都
石
如
四
十
歳
代
中

頃
の
生
成
、
五
十
歳
頃
か
ら
の
展
開
、
五
十
四
歳
頃
か
ら
の
発
展
、
五
十
九
歳

以
後
の
大
成
と
し
て
区
分
し
て
い
る
。

5
．
郵
石
如
の
人
物
交
流
か
ら
み
た
書
法
の
影
響

5
・
1
、
郡
石
如
の
人
物
交
流
の
整
理
の
進
展
ー
　
本
件
に
つ
い
て
は
、
小
稿

「
部
石

如
に
お
け
る
蒙
書
筆
法
形
成
の
理
解
へ
の
試
論
」
（
H
）
第
五
章
に
詳
述

し
た
の
で
参
照
願
い
た
い
。

5
・
2
、
都
石
如
の
人
物
交
流
の
概
観
ー
　
郵
石
如
六
十
三
年
の
生
涯
を
、
第

一
期
（
部
石
如
の
誕
生
と
成
長
）
・
第
二
期
（
書
法
の
確
立
期
）
・
第
三
期
（
人
物

交
流
の

広
が
り
）
・
第
四
期
（
都
で
の
活
躍
）
・
第
五
期
（
都
を
離
れ
て
、
畢
玩
の

幕
客
と
な
る
）
・
第
六
期
（
自
邸
に
鐵
硯
山
房
を
築
き
、
書
家
と
し
て
名
声
高
ま

る
）
・
第
七
期
（
著
名
書
家
と
し
て
活
躍
、
包
世
臣
と
出
会
う
、
集
賢
律
院
と
の
関

係
深

ま
る
）
・
第
八
期
（
晩
年
、
大
書
家
と
し
て
依
頼
が
重
な
る
）
・
第
九
期
（
没

年
の
大
活
躍
、
六
十
三
歳
に
て
逝
世
）
に
区
分
け
し
て
検
討
し
た
。

　
第
一
期
は
、
そ
の
人
生
の
出
発
点
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
生
涯
の
方
向
を
決

定

す
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
部
石
如
の
名
に
あ
る
通
り
“
石
の
如

く
”
の
人
生
の
歩
み
で
あ
り
書
へ
の
精
進
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
古
典
学
習
に

専
心
し
書
法
確
立
の
た
め
の
揺
藍
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
、
周
囲
の
人
々
に
書

の

実
力
が
理
解
さ
れ
て
、
人
生
の
舞
台
へ
の
旅
立
ち
で
あ
る
。
第
四
期
は
、
都

で
の

賞
賛
と
排
斥
と
い
う
光
と
影
が
交
錯
す
る
一
年
で
あ
っ
た
。
第
五
期
は
、

畢
涜
と
い
う
大
権
力
者
の
傍
で
、
権
力
と
そ
れ
に
す
が
る
人
々
の
間
に
あ
っ
て
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自
己
の
存
在
を
改
め
て
認
識
す
る
。
第
六
期
以
後
は
、
書
名
が
あ
が
り
書
家
と

し
て
の
独
立
期
で
あ
る
。
第
七
期
は
、
著
名
書
家
と
し
て
活
躍
を
果
た
し
、
部

石
如
を
理
解
し
顕
彰
し
た
包
世
臣
と
の
遭
遇
で
あ
る
。
第
八
期
は
、
書
法
が
最

も
充
実
し
、
代
表
作
と
い
わ
れ
る
作
品
や
大
作
を
い
く
つ
も
手
が
け
る
。
第
九

期
は
、
作
品
の
依
頼
が
集
中
し
た
こ
と
や
、
家
計
を
支
え
る
た
め
に
無
理
を
重

ね
た
た
め
か
、
瞬
間
に
燃
え
尽
き
た
よ
う
に
急
逝
し
た
。

　
第
一
期
（
郵
石
如
の
誕
生
と
成
長
）
ー
　
先
祖
は
江
西
省
都
陽
縣
の
出
身
と

さ
れ
、
都
陽
縣
よ
り
懐
寧
縣
白
麟
坂
に
移
っ
た
の
は
郵
君
瑞
の
と
き
。
郡
君
瑞

か

ら
部
石
如
ま
で
は
、
十
三
世
を
隔
て
て
い
る
（
李
兆
洛
『
部
君
墓
誌
銘
』
）
。

曽
祖
父
の
郵
雁
朝
は
、
字
を
若
周
、
号
は
梅
渚
と
い
う
（
都
石
如
『
部
澹
園
内

碑
銘
』
ー
『
白
麟
都
氏
宗
譜
』
所
載
）
。
祖
父
の
郵
士
涜
は
、
字
を
飛
萬
、
号
は

澹
園
と
い
う
。
邑
庫
（
県
学
の
学
生
・
科
挙
一
次
合
格
者
）
と
な
り
、
書
史
に
精

し
か
っ
た
（
郵
石
如
『
部
北
林
聾
陳
儒
人
内
碑
銘
』
ー
『
白
麟
部
氏
宗
譜
』
所
載
）
。

父
の

郵
一
枝
は
、
字
を
宗
両
、
号
は
北
林
と
い
う
。
別
号
に
木
齋
・
週
道
人
が

あ
る
。
博
学
に
し
て
多
通
で
あ
り
、
四
体
書
を
工
み
に
し
た
。
も
っ
と
も
豪
鏑

を
得
意
と
し
、
蒙
刻
を
よ
く
し
た
。
性
格
は
自
尊
心
が
高
く
世
俗
と
交
わ
ら
ず
、

よ
く
怒
り
を
あ
ら
わ
し
た
（
部
石
如
『
部
北
林
壁
陳
儒
人
内
碑
銘
』
1
『
白
麟
部

氏
宗
譜
』
所
載
）
。
こ
う
し
た
系
譜
か
ら
は
、
部
石
如
が
中
国
に
お
け
る
知
識
人

の

終
生
の

目
標
で
あ
っ
た
科
挙
を
受
け
る
に
は
、
と
て
も
十
分
な
学
習
環
境
や

経
済
的
な
支
援
は
、
そ
の
誕
生
か
ら
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
何
よ
り
部
石
如
自
身
が
、
理
解
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
部
石
如
の
少
年
期
の
様
子
は
、
そ
の
実
態
を
如
実
に
記
し
て
い
る
。

　
九
歳
、
父
に
従
っ
て
、
読
書
す
る
こ
と
一
年
（
部
以
蟄
『
都
石
如
法
書
選
集
』

前
言
）
。
年
不
詳
、
幼
く
し
て
貧
し
く
、
学
問
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

村
の
子
供
た

ち
と
薪
を
拾
い
、
ま
た
餅
餌
を
売
っ
て
生
活
の
助
け
と
し
、
暇
を

み

つ
け
て
は
諸
長
老
に
経
書
の
句
読
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
る
（
李
兆
洛
『
郵

君
墓
誌
銘
』
）
。
十
三
・
十
四
歳
、
心
ひ
そ
か
に
、
書
物
を
好
ん
だ
（
李
兆
洛
『
部

君
墓
誌
銘
』
）
。
十
九
歳
、
祖
父
の
士
涜
、
亡
く
な
る
（
『
郵
氏
宗
譜
』
）
。
二
十
歳

春
、
父
に
随
っ
て
壽
州
に
行
く
。
塾
師
と
な
っ
た
が
、
生
徒
が
飛
び
跳
ね
て
学

問
を
し
な
い
の
で
辞
め
る
。
刻
印
と
蒙
書
・
隷
書
を
書
い
て
、
町
で
売
る
（
李

兆
洛

『郵
君
墓
誌

銘
』
所
載
）
。
こ
う
し
た
僅
か
な
記
述
が
、
部
石
如
の
苦
学
の

真
相
の
一
端
を
伝
え
て
い
る
。
二
十
一
歳
、
母
の
陳
氏
が
亡
く
な
り
、
つ
い
で

妻
の
播
氏
が
亡
く
な
る
（
『
都
氏
宗
譜
』
）
。
二
年
前
に
祖
父
が
亡
く
な
り
、
こ
の

年
、
も
っ
と
も
身
近
な
母
親
と
幼
い
妻
を
亡
く
し
て
、
郵
家
に
は
、
父
と
十
歳

下
の

弟
と
部
石
如
の
三
人
が
男
子
と
し
て
残
り
、
そ
の
う
ち
稼
ぎ
頭
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
郵
石
如
で
あ
っ
た
。
部
家
の
生
計
は
、
部
石
如
一

身
に
拠
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
三
十
歳
ま
で
の
詳
し
い
記
録

は

な
い
。
三
十
歳
、
始
め
て
北
京
に
行
き
、
途
中
の
各
地
に
遊
ぶ
。
多
く
の
賢

士
大
夫

は
貧
し
い
衣
服
で
あ
っ
た
郵
石
如
を
相
手
に
せ
ず
、
部
石
如
も
そ
れ
を

望
む
こ
と
で
は
な
か
っ
た
（
『
郡
氏
宗
譜
』
）
。
郷
里
を
離
れ
る
こ
と
は
、
部
石
如
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に

と
っ
て
物
見
遊
山
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
わ
ず
か
に
身
に
付
け
た
教

養
と
刻
印
・
蒙
書
・
隷
書
を
書
く
こ
と
だ
け
が
身
を
助
け
、
家
族
を
養
う
た
め

の

手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
名
士
た
ち
は
、
そ
の
身
な
り
か
ら
接
す
る
こ
と

す
ら
許
さ
な
か
っ
た
。
都
石
如
の
屈
辱
は
、
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

　
郵
石
如
の
若
年
の
書
作
や
刻
印
の
様
子
は
、
葛
昌
橿
『
郵
印
存
真
』
に
載
せ

ら
れ
た
子
息
部
傳
密
の
駿
文
に
詳
し
い
．
そ
の
書
作
と
刻
印
の
様
子
に
つ
い
て
、

…
…
父
（
都
石
如
）
は
祖
父
（
郵
石
如
の
父
で
あ
る
部
一
枝
）
の
葬
儀
を
終
え
た

の

ち
各
地
に
旅
を
し
た
。
途
次
に
必
ず
金
石
の
文
字
を
訪
ね
、
ま
た
賢
者
に
教

え
を
受
け
た
。
雨
風
に
あ
た
っ
て
も
、
い
に
し
え
を
思
い
精
神
を
高
揚
さ
せ
た
。

心

に
し
た
が
っ
て
書
を
な
し
、
胸
中
の
薔
勃
を
表
現
し
た
。
数
日
し
て
ま
た
遊

び
、
疲
れ
て
は
書
を
な
す
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
父
の

書
は

流
伝

し
て
、
今
も
残
さ
れ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
刻
印
は
、
た
だ
壮
年

の

頃
に
手
が
け
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
刻
印
の
依
頼
は
一
日
で
こ
な
さ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
依
頼
者
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
に
与
え
て
い
た
。
印
を
手
に
入
れ
た

人

も
、
気
に
か
け
ず
に
い
て
大
切
に
し
な
か
っ
た
の
で
、
今
残
っ
て
い
る
も
の

は

千
の
う
ち
l
つ
も
な
い
で
あ
ろ
う
（
原
文
中
国
語
・
遠
藤
訳
ー
『
東
園
還
印
圖
』

序
稿
）
…
…
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
読
む
と
、
郵
石
如
の
壮
年
期
の
姿
が
眼
前
に
見
る
よ
う
に
書
か
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い

て
、
印
は
多
作
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
印
材
そ
の
も
の
の
伝
来
は
き
わ
め

て

少

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
中
の
”
其
存
於
今
、
千
無
一
焉
（
そ
の
今

に
存
す
る
も
の
、
千
に
一
無
し
）
”
と
は
、
ま
さ
に
郵
石
如
が
背
負
っ
た
人
生
の

試
練
と
の
格
闘
の
有
様
で
あ
っ
た
。

　
第
二
期
（
書
法
の
確
立
期
）
1
　
三
十
六
歳
、
程
珪
田
と
出
会
う
。
程
揺
田

か

ら
受
け
た
学
書
は
、
最
初
の
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
三
十

八
歳
春
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
寓
居
し
、
程
瑠
田
と
交
友
し
て
組
半
年
司

蒙
書
・
隷
書
、
始
め
て
獲
る
と
述
べ
る
①
。
夏
。
南
金
（
江
蘇
省
）
に
行
き
、

梅
錫
の

家
に

客
居
す
る
こ
と
約
半
年
。
こ
れ
以
後
、
八
年
に
わ
た
り
梅
家
に
て

書
を
学
び
、
と
く
に
菱
書
・
隷
書
を
習
得
す
る
。

　
　
①
郵
石
如

墨
跡
に
は
「
憶
自
庚
子
歳
、
余
學
蒙
隷
於
揚
州
之
地
藏
庵
僧
舎
、
先

　
　
生
適

出
都
門
、
過
此
地
。
見
余
臨
古
有
獲
、
蹄
寓
検
行
薩
中
書
帖
敷
十
事
、
借

　
　
余
抄
録
臨
摸
、
徹
書
夜
不
休
。
並
手
録
所
著
書
學
五
篇
飴
余
、
余
朝
夕
瑞
摩
、

　
　
且
時
聡
議
論
、
余
書
始
獲
張
主
。
今
余
蒙
隷
書
見
稽
於
世
、
皆
先
生
教
也
」
と

　
　
あ
る
．
〉

　
第
三
期
（
人
物
交
流
の
L
｛
が
り
）
　
＿
　
四
十
二
歳
春
、
南
金
（
江
蘇
省
）
の
梅

謬
の
家
に
滞
在
し
て
、
徐
嘉
穀
と
交
流
を
結
ぶ
。
の
ち
に
郵
石
如
・
梅
謬
・
徐

嘉
穀

は
伴
っ
て
臨
皿
城
（
江
蘇
省
）
に
行
く
。
徐
鐸
（
徐
嘉
穀
の
父
）
墓
の
蒙
蓋
・

書
丹
を
す
る
。
月
不
詳
、
臨
皿
城
に
て
、
沈
氏
と
再
婚
す
る
。
九
月
、
懐
寧
（
安

徽
省
）
か
ら
金
陵
（
江
蘇
省
南
金
）
に
過
客
し
、
梁
轍
に
印
を
贈
呈
す
る
。

　
四

十
1
1
1
歳
月
不
詳
、
梁
轍
か
ら
臨
書
『
淳
化
閣
帖
』
を
贈
ら
れ
る
。
月
不
詳
、
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黄
山
に
遊
ぶ
。
金
榜
の
家
に
宿
客
し
て
、
張
恵
言
と
面
会
す
る
。
張
恵
言
に
蒙

書
を
教
え
る
②
。
金
榜
は
賓
客
と
し
て
待
遇
し
、
自
宅
の
書
を
依
頼
し
て
敬
服

す
る
。
張
恵
言
は
、
部
石
如
に
蒙
書
を
一
年
間
学
ぶ
。

　
　
②
郵
石
如
隷
書

『司
馬
温
公
家
儀
冊
』
に
あ
る
張
恵
言
の
抜
文
に
は
、
「
懐
寧
、

　
　
郵
布
衣
石
如
。
攻
爲
小
蒙
・
八
分
o
歳
丙
午
、
余
遇
之
於
歎
縣
。
此
巻
其
時
所

　
　
書
也
。
余
之
知
蒙
書
、
由
識
石
如
。
石
如
之
書
一
以
古
作
者
爲
法
、
其
辞
閣
俗

　
　
随
廓
如
也
」
と
あ
る
（
『
茗
何
文
初
編
』
所
載
）
。

　
四

十
四
歳
六
月
、
築
齋
先
生
の
た
め
の
隷
書
（
拓
本
）
韓
愈
『
岐
陽
石
鼓
歌
』

（図

1
）
を
揮
毫
す
る
。
同
六
月
、
金
榜
の
推
薦
に
よ
り
、
太
子
太
傳
・
戸
部

尚
書
の
曹
文
埴
と
面
会
す
る
。
曹
文
埴
は
巻
子
四
体
書
『
千
字
文
』
を
依
頼
し
、

郵
石
如
の
長
寿
を
願
い
五
百
金
を
謝
礼
と
す
る
。
秋
、
杭
州
（
漸
江
省
）
に
て

友
人
と
の
出
会
い
を
喜
び
、
挑
鼎
の
詩
に
次
韻
し
て
詠
詩
す
る
。
月
不
詳
、
隷

書
冊
頁

『司
馬
温
公
居
家
雑
儀
』
（
図
2
）
を
揮
毫
す
る
。

　
四

十

五
歳
一
月
一
日
、
武
漢
（
湖
北
省
）
に
て
黄
鶴
模
に
登
り
詠
詩
す
る
。

夏
、
南
京
を
過
ぎ
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
行
く
。
四
月
、
一
子
が
生
ま
れ
る
が

難
産
で
亡
く
な
る
。
同
月
、
父
の
一
枝
、
亡
く
な
る
。
秋
、
鎭
江
（
江
蘇
省
）

に

行
き
、
金
山
・
焦
山
に
登
り
北
固
山
に
遊
ぶ
。
越
（
漸
江
省
）
に
行
く
。
天

墓
山
’
雁
蕩
山
に
遊
び
、
新
安
江
か
ら
款
縣
を
へ
て
、
黄
山
三
十
六
峯
を
廻
る
。

十
1
月
十
六
日
頃
、
安
慶
（
安
徽
省
）
に
て
、
小
卿
・
幼
卿
女
史
の
詩
（
乾
隆

五

十
三
年
三
月
詠
詩
）
に
唱
和
し
て
七
言
律
詩
二
首
「
登
大
観
亭
詩
」
を
詠
詩

す
る
。
月
不
詳
、
程
瑠
田
に
随
行
し
て
、
呉
門
・
虎
丘
（
江
蘇
省
蘇
州
）
に
遊

ぶ
。　

四

十
六
歳
十

月
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
て
、
孔
零
谷
・
葉
天
賜
・
羅
聰
・
顧

埜
の
た

め

に

刻

印
す
る
。
秋
、
揚
州
に
て
、
隷
書
立
幅
「
欧
陽
永
叔
入
…
…
」

（図
3
）
を
揮
毫
す
る
。

　
第
四
期
（
都
で
の
活
躍
）
ー
四
十
八
歳
四
月
、
蓮
西
閣
主
人
の
た
め
の
隷
書

立

幅
『
至
仁
山
銘
』
（
図
4
）
を
揮
毫
す
る
。
六
月
、
曹
文
埴
に
同
行
を
求
め

ら
れ
る
が
断
り
、
三
日
後
に
出
立
し
開
山
　
（
湖
南
省
）
で
出
会
っ
て
の
ち
都
の

北
京
に

行
く
。
六
月
、
劉
塘
・
陸
錫
熊
と
面
会
す
る
。
劉
傭
は
部
石
如
と
書
を

論

じ
て
、
互
い
に
最
も
信
頼
し
た
。
伊
乗
綬
・
桂
葭
な
ど
は
郵
石
如
に
は
及
ぼ

な
い
と
し
た
。
郵
石
如
は
北
京
に
あ
っ
て
、
盤
山
・
西
山
・
昌
平
十
三
陵
を
遍

遊

し
て
、
居
庸
關
ま
で
行
く
。
秋
、
北
京
に
て
詠
詩
す
る
。
羅
聰
は
郵
石
如
の

た
め
に
『
登
岱
圖
』
を
作
画
し
て
、
部
石
如
は
刻
印
し
て
羅
聰
に
贈
る
。
十
月
、

羅
聰
の
た
め
に
朱
文
印
「
齪
挿
繁
枝
向
晴
昊
」
を
刻
印
す
る
。
十
月
、
北
京
に

て

四

体
書
四

屏
（
隷
書
幅
「
伯
耳
學
琴
於
…
…
」
図
5
）
を
揮
毫
す
る
。
十
1
月
、

北
京
に

て

四

体
書
四

屏

（隷
書
幅

「劉
慧
斐
字
宣

…
…
」
図
6
）
を
揮
毫
す
る
。

　
第
五
期
（
都
を
離
れ
て
、
畢
涜
の
幕
客
と
な
る
）
1
四
十
九
歳
春
、
劉
塘
は
左

遷
さ
れ
、
陸
錫
熊
は
亡
く
な
り
、
郵
石
如
を
評
価
す
る
も
の
が
い
な
く
な
っ
た
。

都
で

は
蒙
書
・
隷
書
を
能
く
す
る
も
の
は
、
翁
方
綱
を
宗
師
と
し
て
仰
い
で
い

た
が
、
翁
方
綱
は
挨
拶
に
来
な
か
っ
た
こ
と
で
部
石
如
を
排
斥
し
た
と
さ
れ
る
。
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三
月
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
の
寒
香
僧
舎
に
て
、
蒙
書
四
屏
『
詩
経
』
（
南
咳
篇
）

を
揮
毫
す
る
。
秋
、
部
石
如
は
、
排
斥
さ
れ
た
こ
と
で
都
を
出
て
、
揚
州
を
へ

て

武
漢
（
湖
北
省
）
に
行
き
、
畢
涜
の
幕
客
（
賓
客
待
遇
）
と
な
る
。

　
五

十
歳
春
、
武
漢
に
寓
居
し
、
洞
庭
湖
に
て
舟
に
乗
る
。
衡
嶽
に
登
り
『
陶

嘆
碑
』
を
訪
ね
、
大
別
山
に
遊
び
岳
陽
棲
に
登
る
。
九
月
、
畢
玩
の
政
務
所
に

て

孫
雲
桂
か

ら
『
完
白
山
人
傳
』
を
贈
ら
れ
る
。
秋
、
武
漢
の
政
務
所
の
秦
華

館
に
て
梅
謬
の
た
め
の
隷
書
詩
巻
「
寛
日
意
無
頼
…
…
」
（
図
7
）
を
揮
毫
す
る
。

十
1
月
七
日
頃
、
孫
雲
桂
の
た
め
の
自
詠
詩
の
行
書
冊
頁
を
揮
毫
す
る
。
十
二

月
、
『
郵
北
林
嘗
陳
嬬
人
内
碑
銘
』
を
著
す
。
郵
北
林
は
父
郵
一
枝
の
号
、
陳

氏

は
母
の
姓
。
十
二
月
、
隷
書
立
幅
「
磯
邊
鵠
去
蘇
…
…
」
（
図
8
）
を
揮
毫

す
る
。

　
五

十
一
歳
春
、
隷
書
立
幅
「
到
來
忽
詞
有
…
…
」
（
図
9
）
を
揮
毫
す
る
。

六

月
、
武
漢
に
て
、
徐
嘉
穀
と
面
会
す
る
。
秋
、
湖
北
學
政
の
査
螢
が
北
京
に

帰
養
を
願
い
出
る
。
秋
、
武
漢
の
政
務
所
の
桑
華
館
に
て
、
梅
謬
の
た
め
の
隷

書
詩
巻
を
揮
毫
す
る
。
十
月
、
武
漢
の
天
香
書
屋
に
て
、
湘
ロ
田
六
寄
の
た
め
の

四

体
書
冊
頁
（
隷
書
「
到
來
忽
訪
有
…
…
」
図
1
0
）
を
揮
毫
す
る
（
包
世
臣
の
顕

文
）
。
十
二
月
二
十
二
日
頃
、
畢
玩
の
代
書
と
し
て
、
『
祀
三
公
山
碑
』
の
字
を

集
め
て
部
氏
宗
祠
の
隷
書
八
言
聯
（
畢
涜
の
代
筆
）
「
領
週
山
e
e
n
c
H
’
’
”
」
　
（
図

1
1
）
を
揮
毫
す
る
。
冬
、
畢
涜
の
政
務
所
を
辞
す
。
畢
涜
よ
り
、
老
後
の
た
め

と
し
て
千
金
と
畢
涜
手
製
の
鐵
硯
が
与
え
ら
れ
た
。
武
漢
よ
り
自
邸
の
あ
る
懐

寧
（
安
徽
省
）
に
む
か
い
、
白
麟
坂
に
帰
る
。
月
不
詳
、
湘
品
山
六
寄
の
た
め
の

四
体
書
冊
頁
（
隷
書
・
楷
書
の
み
残
存
）
の
う
ち
隷
書
「
蓬
州
登
莱
閣
…
…
」

を
揮
毫
す
る
。

　
第
六
期
（
自
邸
に
鐵
硯
山
房
を
築
き
、
書
家
と
し
て
名
声
高
ま
る
）
ー
五
十
二

歳

月
秋
、
隷
書
七
言
対
幅
「
萬
華
盛
虚
松
…
…
」
（
図
1
2
）
を
揮
毫
す
る
。
十

二
月
、
『
部
梅
渚
内
碑
銘
』
を
著
す
。
郵
梅
渚
は
、
曾
祖
父
の
郡
雁
朝
の
こ
と
。

　
五
十
三
歳
二
月
、
弟
の
郵
惟
藩
（
字
は
永
玉
、
号
は
瑛
軒
）
亡
く
な
る
、
卒

年
四
十
四
歳
。
月
不
詳
、
白
麟
坂
に
あ
る
老
屋
の
側
に
房
を
築
き
「
鐵
硯
山

房
」
と
命
名
。
十
月
、
長
男
郵
尚
璽
（
の
ち
の
傳
密
　
1
7
9
5
－
1
8
p
t
　
o
）
、

生
ま
れ
る
。

　
五
十
四

歳
、
改
元
し
て
嘉
慶
の
年
号
と
な
る
。
一
月
、
名
の
瑛
が
帝
誰
（
顯

瑛
）
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
、
談
を
改
め
字
の
石
如
を
も
っ
て
名
と
し
、
字
を
頑

伯

と
す
る
。
春
、
白
蓮
教
徒
の
乱
の
た
め
、
出
遊
で
き
な
か
っ
た
。
秋
、
南
金

（江
蘇
省
）
に
遊
び
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
行
く
。
冬
、
揚
州
か
ら
鎭
江
（
江
蘇

省
）
に
行
く
。
南
金
を
過
ぎ
、
安
慶
に
帰
る
。
鎭
江
を
過
ぎ
た
と
き
、
衰
廷
極

が
贈
っ
て
く
れ
た
鶴
二
羽
を
摘
え
て
帰
り
、
鐵
硯
山
房
に
て
飼
育
す
る
。

　
五
十

五
歳
七

月
十
五
日
、
蘇
州
（
江
蘇
省
）
の
江
深
草
閣
に
て
四
体
書
冊
頁

（隷
書

「少
學
琴
書
偶
…
…
」
図
1
3
）
を
揮
毫
す
る
。
秋
、
蘇
州
の
画
師
の
丁
君
、

『郵
石

如
脱
帽
圖
』
を
作
画
す
る
。
十
月
十
六
日
、
醇
墨
軒
に
て
隷
書
冊
頁

r抑
抑
威
儀
維
…
…
」
（
図
1
4
）
を
揮
毫
す
る
。

一 118一



　
五
十
六
歳
秋
、
鎭
江
に
再
遊
す
る
。
金
山
に
登
り
、
宿
し
て
江
棲
を
望
む
。

焦
山
の
松
蓼
閣
に
宿
過
す
る
。
十
月
、
院
城
（
安
徽
省
安
慶
）
の
峻
爽
棲
に
て

七

言
絶
句
を
詠
詩
す
る
。
十
1
月
、
南
金
（
江
蘇
省
）
に
て
、
勉
堂
先
生
（
湯

鑛
祖
の
こ
と
）
の
た
め
に
蒙
書
七
三
口
対
幅
を
揮
毫
す
る
（
二
十
年
前
、
部
石
如
三

十
六
歳
の
と
き
、
湯
撞
祖
の
た
め
に
両
面
印
・
白
文
「
太
糞
玄
酒
」
・
朱
文
「
柳
浮
游

以
遣

遥
」
を
刻
し
て
い
る
）
。
十
1
月
、
　
病
に
な
り
制
作
に
差
し
支
え
る
。

　
第
七
期
（
著
名
書
家
と
し
て
活
躍
、
包
世
臣
と
出
会
う
、
集
賢
律
院
と
の
関
係
深

ま
る
）
ー
五
十
七
歳
十
一
月
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
て
、
肯
園
太
老
先
生
の
た

め
の
四
体
書
冊
頁
（
隷
書
「
焚
香
看
書
人
…
…
」
図
1
5
）
を
揮
毫
す
る
。

　
五
十
八
歳
月
不
詳
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
寓
居
す
る
。
四
月
、
揚
州
に
て
、

蒙
書
五
屏
『
徽
國
文
公
四
齋
之
銘
』
を
揮
毫
す
る
。
四
月
、
盤
城
（
江
蘇
省
）

に
て
、
『
沈
氏
宗
譜
』
の
序
を
作
る
。

　
五
十
九
歳
四
月
、
安
慶
（
安
徽
省
）
の
集
賢
律
院
に
て
、
淑
先
親
家
先
生
の

た
め
の
四
体
書
四
屏
（
隷
書
「
僕
々
長
安
道
…
…
」
図
1
6
）
を
揮
毫
す
る
。
四
月
、

安
慶
の
集
賢
律
院
に
て
、
隷
書
冊
頁
『
張
氏
西
銘
』
「
乾
稽
父
坤
稽
…
…
」
（
図

1
7
）
を
揮
毫
す
る
。
六
月
、
金
榜
が
亡
v
な
り
、
挽
聯
を
書
く
。
七
月
十
六
日
、

隷
書
八
言
対
幅
「
甘
露
卿
雲
於
…
…
」
（
図
1
8
）
を
揮
毫
す
る
。
冬
、
旬
園
二

兄
大
人
の
た
め
の
隷
書
立
幅
『
贈
旬
園
』
「
清
源
之
鐙
勢
…
…
」
（
図
1
9
）
を
揮

毫
す
る
。
十
1
月
、
竹
亭
大
兄
の
た
め
の
隷
書
立
幅
「
震
去
病
志
得
…
…
」

（
図
2
0
）
を
揮
毫
す
る
。
十
二
月
二
十
四
日
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
の
是
亦
草
堂
に

て
、
隷
書
立
幅
「
絶
照
覧
心
圓
…
…
」
（
図
2
1
）
を
揮
毫
す
る
。
冬
、
衰
廷
極

か

ら
贈
ら
れ
た
雌
鶴
死
ぬ
。
残
っ
た
雄
鶴
を
、
安
慶
の
集
賢
律
院
に
寄
託
す
る
。

　
六
十

歳
一
月
、
後
妻
の
沈
氏
、
亡
く
な
る
。
一
月
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
の
是

亦
草
堂
に
て
行
草
書
立
幅
を
揮
毫
す
る
。
三
月
、
懐
寧
（
安
徽
省
）
に
帰
る
。

五
月
、
横
額
隷
書
（
拓
本
）
『
集
賢
律
院
』
（
図
2
2
）
を
揮
毫
す
る
。
秋
、
鎭
江

（江
蘇

省
）
に
て
、
は
じ
め
て
包
世
臣
と
面
会
す
る
。
包
世
臣
、
十
余
日
を
都

石
如

と
共
に
過
ご
し
書
を
学
ぶ
。
包
世
臣
『
完
白
山
人
傳
』
に
は
「
余
在
鎭
江

初
識
山
人
時
、
嘉
定
銭
培
献
之
、
陽
湖
銭
伯
堀
魯
斯
先
生
、
皆
與
余
爲
忘
年

交
」
と
あ
り
銭
培
と
銭
伯
堀
と
も
出
会
っ
て
い
る
。
ま
た
『
完
白
山
人
傳
』
に

は
「
及
見
山
人
作
書
、
皆
懸
腕
讐
鈎
、
管
随
指
韓
」
と
述
べ
て
、
部
石
如
の
執

筆
法
に
つ
い
て
の
実
見
の
様
子
を
述
べ
“
懸
腕
に
し
て
讐
鈎
、
管
は
指
に
随
ひ

て

韓
ず
”
と
い
う
。
ほ
か
に
包
世
臣
『
述
書
」
に
は
「
是
年
（
壬
戊
を
さ
す
）

又
受
法
干
懐
寧
部
石
如
頑
伯
。
日
、
字
疏
虞
要
以
走
馬
、
密
虞
不
使
透
風
。
常

計
白
以
當
黒
、
奇
趣
乃
出
o
以
其
論
験
六
朝
人
書
悉
合
」
と
あ
り
、
部
石
如
の

書
論
と
し
て
有
名
な
”
字
の
疏
な
る
庭
は
馬
を
以
て
走
ら
せ
ん
こ
と
を
要
し
、

密

な
る
庭
は
風
を
も
透
さ
使
む
べ
か
ら
ず
”
の
句
を
授
け
て
い
る
。
秋
、
一
万

銭

を
も
っ
て
、
安
慶
（
安
徽
省
）
の
集
賢
律
院
の
蘭
墓
和
尚
の
架
屋
を
助
け
る
。

十
1
月
、
鳴
吉
將
世
長
翁
の
た
め
の
隷
書
立
幅
を
揮
毫
す
る
。
十
二
月
、
隷
書

隷
書
八
屏
「
盧
山
東
林
法
…
…
」
（
図
2
3
）
を
揮
毫
す
る
。
十
二
月
二
十
二
日
頃
、

鳴
吉
將
世
長
翁
の
た
め
の
隷
書
立
幅
「
懐
抱
屡
不
展
…
…
」
（
図
2
4
）
を
揮
毫
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す
る
。
十
二
月
二
十
二
日
頃
、
隷
書
横
披
『
崔
子
玉
座
右
銘
』
（
図
2
5
）
を
揮

毫
す
る
。
月
不
詳
、
程
氏
と
再
々
婚
す
る
。

　
第
八
期
（
晩
年
、
大
書
家
と
し
て
依
頼
が
重
な
る
）
ー
　
六
十
一
歳
l
月
、
揚

州
の
大
明
寺
に
て
一
ケ
月
余
を
寓
居
し
て
蒙
書
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
を
書

き
、
壁
中
に
刻
字
す
る
の
を
自
ら
監
督
す
る
。
二
月
、
院
（
安
徽
省
）
に
帰
る
。

二

月
十
五
日
、
七
言
律
詩
『
宿
集
賢
律
院
作
』
詠
詩
し
て
隷
書
冊
頁
（
拓
本
）

r竹
樹
陰
濃
梵
…
…
」
（
図
2
6
）
を
揮
毫
す
る
。
二
月
、
安
慶
知
府
の
奨
晋
に
宛

て
、
鶴
の
返
還
を
要
求
す
る
尺
績
『
陳
寄
鶴
書
』
を
揮
毫
す
る
。
月
不
詳
、
鶴

の
返
還
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
七
言
絶
句
二
首
「
鶴
蹄
誌
喜
」
詠
詩
す
る
。

五
月
、
鎭
江
（
江
蘇
省
）
に
行
く
。
六
月
、
包
世
臣
に
宛
て
て
尺
績
を
揮
毫
す

る
。
夏
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
行
く
。
ふ
た
た
び
包
世
臣
と
面
会
す
る
。
入
月
、

『完
白
山
人
放
鶴
圖
』
完
成
。
図
は
、
雲
陽
の
黄
景
峰
に
よ
る
作
画
。
丹
徒
の

閻
竹
賓
に
よ
る
補
図
。
九
月
、
次
男
の
部
尚
保
、
生
れ
る
。
秋
、
南
京
（
江
蘇

省
）
に
遊
ぶ
。
蓮
荘
四
兄
親
家
の
た
め
の
隷
書
四
屏
『
寄
懐
師
嘉
扉
明
府
詩
』

F穐
來
漸
次
起
…
…
」
（
図
2
7
）
を
揮
毫
す
る
。
冬
、
安
慶
に
帰
る
。
十
二
月
、

安
慶

（安
徽
省
）
に
て
、
望
江
縣
令
（
安
徽
省
）
の
師
蕩
扉
の
た
め
の
『
春
宵

件
月
圖
』
に
隷
書
四
字
「
是
真
面
孔
」
を
題
す
る
。

　
六
十

二
歳
、
夏
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
て
、
程
伯
厚
と
面
会
す
る
。
『
程
珪

田
八
十
壽
序
』
を
作
文
。
四
月
、
揚
州
に
て
、
隷
書
立
幅
「
戦
々
懐
々
日
…

…
」
（
図
2
8
）
を
揮
毫
す
る
。
五
月
、
左
輔
の
た
め
の
象
書
六
屏
『
白
氏
草
堂

記
』
を
揮
毫
す
る
。
六
月
、
李
天
激
の
た
め
の
草
書
五
言
対
幅
を
揮
毫
す
る
。

六

月
、
揚
州
に
て
七
言
絶
句
四
首
を
詠
詩
す
る
。
夏
、
興
嚴
佛
盧
に
て
、
見
初

縄
友
の
た
め
の
草
書
五
言
対
幅
を
揮
毫
す
る
。
秋
、
濟
寧
（
山
東
省
）
の
碧
山

書
屋
に
て
、
後
圃
五
兄
の
た
め
の
隷
書
対
幅
「
槍
海
日
赤
城
…
…
」
（
図
2
9
）

を
揮
毫
す
る
。
秋
、
東
遊
し
て
山
東
か
ら
常
州
に
行
く
。
八
月
十
日
、
濟
寧

（
山
東
省
）
の
碧
山
書
屋
に
て
、
後
圃
五
兄
先
生
の
た
め
の
隷
書
巻
子
『
碧
山

石

銘
』
を
揮
毫
す
る
。
揚
州
を
過
ぎ
た
が
、
街
に
入
ら
な
ら
な
か
っ
た
。
月
不

詳
、
濟
南
（
山
東
省
）
に
て
、
呉
文
激
に
依
頼
し
て
『
載
鶴
圖
』
を
描
か
せ
る
。

八
月
、
濟
寧
の
碧
山
書
屋
に
て
、
後
圃
五
兄
先
生
の
た
め
の
隷
書
巻
子
『
碧
山

石
銘
』
と
隷
書
対
幅
を
揮
毫
す
る
。
秋
、
濡
水
（
安
徽
省
巣
縣
）
に
て
五
言
律

詩
を
詠
詩
す
る
。
十
月
、
楊
山
（
安
徽
省
）
の
署
中
に
て
、
孫
氏
の
た
め
の
両

面
印
（
朱
文
「
燭
湖
孫
氏
」
・
朱
文
「
世
濟
忠
清
」
）
を
刻
す
。
十
月
、
隷
書
八
屏

『西
都

賦
』
（
図
3
）
を
揮
毫
す
る
。
十
月
、
拙
存
七
兄
先
生
の
た
め
の
蒙
書
立

幅
『
盧
山
草
堂
記
』
を
揮
毫
す
る
。
十
1
月
、
常
州
（
江
蘇
省
）
の
李
兆
洛
の

辮
志
書
塾

に
て
蒙
書
八
屏
『
管
子
』
弟
子
職
を
揮
毫
す
る
。
十
1
月
、
常
州
に

て
、
五
初
の
た
め
の
楷
書
七
言
対
幅
を
揮
毫
す
る
。
十
一
月
、
海
門
髭
翁
の
た

め

の

蒙
書
四
言
対
幅
を
揮
毫
す
る
。
冬
、
鎭
江
（
江
蘇
省
）
に
て
、
衰
岸
夫
の

た
め
に
七
言
律
詩
を
詠
詩
し
、
行
書
立
幅
を
揮
毫
す
る
。
十
1
月
下
旬
、
張
埼

の

依
頼

に
よ
り
心
禽
髭
翁
の
た
め
の
隷
書
七
言
対
幅
「
元
龍
未
除
湖
…
…
」

（図

3
）
を
揮
毫
す
る
。
十
一
月
末
、
部
石
如
は
家
か
ら
の
帰
郷
を
促
す
手
紙
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を
受
け
取
る
と
、
す
ぐ
に
揚
州
に
行
っ
た
。
天
心
敬
で
包
世
臣
を
訪
ね
る
が
遇

え
な
い
ま
ま
帰
郷
し
た
。

　
第
九
期
（
没
年
の
大
活
躍
、
六
十
三
歳
に
て
逝
世
）
ー
　
六
十
三
歳
春
、
自
宅

に
て
、
楷
書
屏
を
揮
毫
す
る
。
二
月
、
雷
陽
（
安
徽
省
望
江
縣
）
の
署
齋
の
小

停
雲
館
に

て
、
蒙
書
六
屏
の
程
願
『
非
禮
勿
言
箴
』
を
揮
毫
す
る
。
二
月
下
旬
、

隷
書
八
屏
『
張
子
東
銘
』
を
揮
毫
す
る
。
四
月
、
安
慶
（
安
徽
省
）
の
集
賢
律

院
に
寄
託
し
た
雄
鶴
が
死
ぬ
。
僧
の
蘭
曇
和
尚
、
こ
れ
を
埋
葬
し
て
立
塔
。
五

月
五
日
、
隷
書
六
屏
『
易
経
』
謙
卦
「
謙
亨
君
子
有
…
…
」
（
図
3
2
）
を
揮
毫

す
る
。
五
月
、
左
輔
の
た
め
の
築
書
△
言
対
幅
・
蒙
書
横
披
『
念
宛
齋
』
を
揮

毫

す
る
。
六
月
六
日
、
山
口
鎮
（
安
徽
省
懐
寧
縣
）
の
裁
雲
補
納
之
盧
に
て
、

隷
書
入
屏
『
張
氏
東
銘
』
「
横
渠
張
先
生
…
…
」
（
図
3
3
）
を
揮
毫
す
る
。
七
月
、

安
慶
の
集
賢
律
院
に
て
、
蘭
墓
和
尚
の
た
め
の
隷
書
十
屏
『
赦
陶
孫
詩
評
』
を

揮
毫
す
る
。
八
月
、
巻
石
山
房
に
て
、
程
茎
の
た
め
の
蒙
書
冊
頁
を
揮
毫
す
る
。

九
月
、
淫
縣
（
安
徽
省
）
に
て
、
石
碑
の
隷
書
『
淫
縣
學
宮
禮
器
碑
』
（
図
3
4
）

を
揮
毫
す
る
。
秋
、
蒙
書
四
屏
『
謁
余
忠
宣
公
墓
詩
』
を
揮
毫
す
る
。
月
不
詳
、

隷
書
十
屏
『
赦
陶
孫
評
』
「
赦
陶
孫
評
魏
…
…
」
（
図
3
5
）
を
揮
毫
。
十
月
四
日
、

自
宅
に
て
亡
く
な
る
、
六
十
三
歳
。
何
紹
基
『
郵
完
白
先
生
墓
誌
附
記
』
に
は
、

「
乙

丑
秋
、
鶴
在
僧
院
與
巨
蛇
闘
死
。
先
生
時
在
淫
縣
、
書
孔
廟
禮
器
碑
方
寛
、

遽
得
疾
蹄
、
遂
以
冬
初
不
起
」
と
記
し
、
“
に
わ
か
に
病
を
得
て
蹄
へ
る
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

い
に

冬
初
（
十
月
の
こ
と
）
を
も
っ
て
起
た
ず
”
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
最

期
の
様
子
が
急
逝
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

5
・
3
、
真
に
郵
石
如
に
影
響
を
与
え
た
程
揺
田
と
金
榜
1
　
「
贈
程
揺
田
八

旬
壽
序
」
は
、
嘉
慶
九
年
甲
子
（
1
8
0
4
）
郵
石
如
六
十
二
歳
の
作
文
で
あ

る
『
程
瑳
田
八
十
壽
序
』
の
こ
と
で
あ
る
。
程
珪
田
の
入
十
歳
の
誕
生
を
祝
壽

し
て
作
ら
れ
た
。
こ
の
文
中
に
、
郵
石
如
三
十
入
歳
（
乾
隆
四
十
五
年
庚
子

1
7
8
0
）
春
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
寓
居
し
た
お
り
程
珪
田
と
の
交
流
の
様

子
を
、

…
…
憶
自
庚
子
歳
、
余
（
郵
石
如
の
こ
と
）
學
蒙
隷
於
揚
州
之
地
藏
庵
僧
舎
、

先
生

（程
珪
田

の

こ
と
）
適
出
都
門
、
過
此
地
。
見
余
臨
古
有
獲
、
蹄
寓
検
行

薩
中
書
帖
敷
十
事
、
借
余
抄
録
臨
摸
、
徹
書
夜
不
休
。
並
手
録
所
著
書
學
五
篇

胎
余
、
余
朝
夕
描
摩
、
且
時
聡
議
論
、
余
書
始
獲
張
主
。
今
余
蒙
隷
書
見
稽
於

世
、
皆
先
生
教
也
。

　
思
い
返
せ
ば
庚
子
の
歳

に
、
私
は
蒙
書
・
隷
書
を
揚
州
の
地
藏
庵
僧
舎
で
学
ん
で

い

た
。
先
生
は
都
へ
の
旅
の
途
中
に
揚
州
に
立
ち
寄
っ
た
。
私
の
臨
書
を
見
る
と
、

宿
舎

に
戻
り
手
持
ち
の
書
帖
数
十
種
を
取
り
出
し
て
、
貸
し
与
え
ら
れ
た
私
は
、
こ

れ

を
抄
録
臨
摸
し
て
昼
夜
を
か
け
て
止
む
こ
と
が
無
か
っ
た
。
ま
た
先
生
の
著
作
に

な
る
『
書
學
』
五
篇
を
私
に
与
え
下
さ
っ
た
。
私
は
朝
夕
に
手
離
す
こ
と
な
く
読
み
、

時
に
教
え
を
頂
い
た
。
私
の
書
法
は
こ
こ
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
い
ま
私
の
蒙
書
・

隷
書
は

評
価

さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
す
べ
て
は
先
生
の
教
え
に
よ
る
も
の
で
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あ
る
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　
部
石
如
の
蒙
書
・
隷
書
の
出
発
は
、

111十
ノ
l
j
の
と
き
の
程
珪
田
か
ら
の
指

教
に

あ
っ
た
こ
と
が
真
実
で
あ
る
。

　
郵
石
如
五
十
九
歳

（嘉
慶
六

年
辛
酉
、
1
8
0
1
）
、
金
榜
の
逝
去
に
対
し
て

挽
聯
（
追
悼
の
言
葉
）
と
引
言
（
挽
聯
の
序
文
）
を
作
文
し
た
。
そ
の
文
章
に
は
、

乾
隆
四
十
六
年
辛
丑
（
1
7
8
1
）
三
十
九
歳
（
月
不
詳
）
新
安
（
安
徽
省
安
慶
）

に

遊
び
芥
子
庵
に
居
し
て
、
程
珪
田
の
仲
介
に
よ
る
金
榜
と
の
出
会
い
に
つ
い

て
、…

…
寄
晩
築
齋
（
金
榜
の
こ
と
）
先
生
霊
幾
。
臆
、
先
生
寛
残
也
耶
。
憶
自
程

葺
翁
徴
君
（
程
珪
田
の
こ
と
）
介
而
來
見
、
蒙
清
賞
以
來
、
悠
悠
近
二
十
年
　
。

一
笈
横
肩
、
或
歳
而
至
、
或
間
歳
而
一
至
。
先
生
忘
其
貴
、
余
忘
其
賎
、
款
々

相

接
。
頴
濱
一
室
、
寝
斯
食
斯
、
不
厭
不
倦
、
此
情
亦
足
千
古
也
。
毎
看
余

（郵
石
如
の

こ
と
）
作
蒙
、
噴
々
讃
不
已
。
日
、
真
唐
監
後
一
人
。
宋
元
以
至
今

日
、
無
有
加
於
君
（
郵
石
如
の
こ
と
）
者
、
勉
之
勉
之
。
余
常
感
激
於
心
、
不

一
日
忘
也
。

　
金
榜
先
生
の
御
霊
に
晩
を
よ
せ
る
。
あ
あ
先
生
、
と
う
と
う
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま

っ

た
の
か
。
思
い
返
せ
ば
程
珪
田
翁
の
紹
介
に
よ
り
、
私
の
作
品
を
評
価
し
て
頂
い

て

以

来
、
は
る
か
に
二
十
年
を
迎
え
た
。
私
は
旅
の
袋
を
肩
に
し
て
、
一
年
を
過
ご

し
、
ま
た
年
を
ま
た
い
で
過
ご
し
て
い
た
。
先
生
は
ご
自
分
の
尊
い
身
分
を
お
忘
れ

に
な
り
、
私
は
我
が
身
の
無
位
を
忘
れ
、
真
心
を
も
っ
て
交
際
し
た
o
頴
水
の
浜
辺

の

l
室
で

は
、
寝
床
と
も
に
し
、
と
も
に
食
事
を
と
っ
て
も
、
心
に
わ
ず
ら
わ
し
さ

は
な
か
っ
た
、
こ
の
先
生
の
心
は
終
生
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
。
先
生
は
私
の
蒙
書
を

見
る
た
び
に
、
し
き
り
に
褒
め
て
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
言
葉
は
「
宋
元
か

ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
あ
な
た
の
よ
う
な
人
は
い
な
か
っ
た
。
努
力
し
な
さ
い
、

努
力
し
な
さ
い
」
と
。
私
は
平
素
こ
れ
を
、
心
に
刻
ん
で
、
一
日
も
忘
れ
た
こ
と
が

な
か
っ
た
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　
包
世
臣
『
完
白
山
人
傳
』
に
は
、

…
…
編
修
（
張
皐
文
の
こ
と
）
見
山
人
書
於
市
。
蹄
語
修
撰
（
金
榜
の
こ
と
）
遂

冒
雨
借
詣
山
人
於
市
側
荒
寺
、
修
撰
即
備
禮
客
山
人
。

　
張
皐
文
は
、
郵
石
如
の
書
を
町
で
見
て
、
帰
宅
す
る
と
金
榜
に
話
し
た
。
す
る
と

雨

が
降
る
な
か
、
二
人
で
町
は
ず
れ
の
荒
れ
寺
に
郵
石
如
を
訪
ね
た
。
金
榜
は
、
す

ぐ
に
礼
を
と
と
の
え
て
客
人
と
し
た
…
…
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
記
事
が
、
包
世
臣
に
よ
る
演
出
脚
色
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
全
く
事
実

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
金
榜
と
の
面
会
は
程
珪
田
の
紹
介
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
張
皐
文
と
の
面
会
は
、
こ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

5
・
5
、
人
物
交
流
か
ら
見
た
部
石
如
の
隷
書
へ
の
影
響
の
ま
と
め
1
　
以
上
、

部
石
如
の
自
身
の
隷
書
に
対
す
る
言
葉
は
、
程
揺
田
と
金
榜
と
の
交
流
に
つ
い

て

の
言
及
に

限

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
蒙
書
筆
法
や
運
筆
な

ど
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
。
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部
石
如
に

と
っ
て
、
程
揺
田
か
ら
は
本
格
的
な
書
法
の
伝
授
が
あ
っ
て
、
こ

の

こ
と
が
築
書
と
隷
書
の
筆
法
の
上
で
大
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
の
無
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
か
ら
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

測
す
る
と
、
蒙
書
に
お
い
て
は
筆
鋒
の
切
り
揃
え
や
焼
き
留
め
な
ど
の
加
工
を

や
め

て
、
楷
書
・
行
書
・
草
書
で
用
い
て
い
る
日
常
の
筆
で
あ
る
羊
毫
筆
を
用

い

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
隷
書
に
お
い
て
は
、
起
筆
に
お
け
る
逆
入
蔵

鋒

に
よ
る
用
筆
の
習
得
が
考
え
ら
れ
る
。

　
部
石
如
に
お
い
て
は
、
こ
の
隷
書
の
逆
入
蔵
鋒
は
、
蒙
書
よ
り
も
先
に
技
法

が
確
立

し
た
。
こ
の
確
立
の
時
期
を
、
作
品
で
は
乾
隆
五
十
七
年
壬
子
（
1
7

9
2
）
五
十
歳
十
二
月
の
隷
書
立
幅
「
磯
邊
鵠
去
蘇
…
…
」
（
図
8
）
に
置
き
た

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
．
こ
の
筆
法
を
も
っ
て
、
蒙
書
に
応
用
し
て
成
功
し
た
の
が
乾
隆
五
十
八
年

癸

丑

（
1
7
9
3
）
五
十
一
歳
十
二
月
の
畢
涜
の
代
筆
で
あ
る
蒙
書
八
言
聯

「領
迎
山
幽
流
…
…
」
（
図
1
1
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
純
粋
な
小
蒙
体
で
は

な
く
隷
書
の
筆
法
を
加
味
し
た
『
祀
三
公
山
碑
』
か
ら
集
字
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
か
え
っ
て
隷
書
筆
法
と
の
融
合
を
得
や
す
か
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
慮
で

き
る
。

　
金
榜
と
の
交
流
は
、
部
石
如
の
生
涯
を
と
お
し
て
の
心
的
な
支
柱
と
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
技
法
的
な
影
響
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
程

揺

田
と
金
榜
の
1
　
1
人
か
ら
の
影
響
は
、
そ
れ
ま
で
に
血
縁
か
ら
も
学
問
の
師
系

か

ら
も
師
を
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
都
石
如
に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
の
理
解
者

で
あ
り
、
人
生
の
最
初
に
巡
り
合
っ
て
、
そ
の
生
涯
を
応
援
し
て
く
れ
た
運
命

の
人
々
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
梅
錫
と
の
交
流
で
も
、
八
年
間
の
滞
在
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で

に
郵
石
如
の
足
跡
か
ら
証
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
梅
錫
は
じ
め
梅
家
へ
の

人
々

に

対

し
て
刻
さ
れ
た
多
数
の
印
は
、
そ
の
交
流
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
多
く
の
交
流
の
時
間
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が

包
世

臣
の
『
完
白
山
人
傳
』
が
語
る
郵
石
如
の
学
書
の
様
子
と
は
異
な
る
も
の

で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
金
榜
と
の
面
会
が
脚
色
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

梅
謬

と
の
交
流
で
も
潤
色
ぷ
汕
謝
蝦
‖
も
の
で
あ
っ
た
。

6
、

郵
石
如
の
有
紀
年
隷
書
作
品
か
ら
み
た
書
風
の
変
遷

　
隷
書

に
関
す
る
用
語
に
つ
い
て
の
整
理
1
　
す
で
に
、
第
三
章
の
郵
石
如
以

前
と
そ
の
後
の
隷
書
の
概
観
で
述
べ
た
通
り
、
前
漢
の
後
期
に
は
『
魯
孝
王
刻

石
』
『
茉
子
侯
刻
石
』
が
あ
る
。
後
漢
に
な
る
と
崖
面
（
摩
崖
と
も
い
う
）
に
刻

さ
れ
た
『
開
通
褒
斜
道
刻
石
』
（
参
考
1
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
直
線
化
し
た

筆
画
で
書
か
れ
、
蒙
書
か
ら
は
完
全
に
異
な
っ
た
書
体
と
な
っ
て
”
古
隷
”
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
後
漢
の
後
期
に
は
『
石
門
煩
』
『
乙
瑛
碑
（
参
考
2
）
』
『
禮

器
碑
』
『
史
農
碑
』
『
西
挾
煩
』
『
曹
全
碑
』
『
張
遷
碑
』
が
あ
っ
て
漢
隷
の
代
表

と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
“
八
分
隷
（
ま
た
は
分
隷
）
”
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
第
四
章
「
部
石
如
隷
書
作
品
に
つ
い
て
の
諸
家
の
言
及
」
の
第
一
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節

「包
世
臣
の
評
」
の
追
考
ー
包
世
臣
に
お
け
る
隷
書
と
分
書
に
つ
い
て
－
で

詳
述
し
た
通
り
、
包
世
臣
に
お
け
る
”
隷
書
”
と
．
分
書
”
の
概
念
は
別
に
あ

る
。
包
世
臣
が
神
品
と
評
価
し
た
隷
書
と
は
、
都
石
如
の
条
幅
作
品
に
見
る
筆

力
を
充
満
さ
せ
た
（
大
字
）
隷
書
で
あ
り
、
冊
頁
に
み
る
流
麗
典
雅
な
（
小
字
）

隷
書

は
分
書
で
あ
っ
て
、
文
字
の
様
式
美
の
違
い
を
基
準
と
す
る
も
の
で
は
な

い
o

　
部
石
如
の

有
紀
年
隷
書
作
品
か
ら
み
た
書
風
の
変
遷
ー
　
第
四
章
の
第
五
節

「
西

川
寧
氏
の
評
」
で
述
べ
た
西
川
氏
「
郵
書
の
風
韻
」
に
あ
る
ー
郵
隷
の
演

変
ー
の
説
が
委
曲
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
論
述
し
て

い

く
。
西
川
氏
が
述
べ
た
郵
石
如
の
隷
書
の
変
遷
は
、
（
1
）
郵
石
如
四
十
歳

代
中
頃
の
生
e
s
、
　
（
n
）
五
十
歳
頃
か
ら
の
展
開
、
（
皿
）
五
十
四
歳
頃
か
ら
の

発
展
、
（
W
）
五
十
九
歳
以
後
の
大
成
と
い
う
区
分
で
あ
る
。
具
体
的
な
隷
書

の

年
代
順
の
変
遷
は
稿
末
に
参
考
7
を
載
せ
た
の
で
、
参
照
願
い
た
い
o

　
乾
隆
五
十
一
年
丙
午
　
（
1
p
t
　
o
o
6
）
四
十
四
歳
か
ら
、
没
年
の
嘉
慶
十
年
乙

丑

（
1
8
0
5
）
六
十
三
歳
の
九
月
ま
で
で
三
十
五
件
で
あ
る
。

　
郵
石

如
四
十
歳
代
中
頃
以
前
、
次
に
述
べ
る
前
段
階
（
第
五
章
に
お
け
る
第

一
期
～
第
二
期
に
あ
た
る
、
以
下
同
じ
）
1
　
乾
隆
五
十
年
乙
巳
（
1
7
8
5
）

四
十
三
歳
以
前
に
確
認
で
き
た
有
紀
年
作
品
は
、
乾
隆
四
十
三
年
戊
戊
（
1
7

t
s
．
　
o
o
　
）
三
十
六
歳
に
は
じ
ま
り
蒙
刻
十
五
件
・
蒙
r
m
l
　
I
件
　
・
楷
書
二
件
の
計
十

九
件
で
あ
る
が
、
隷
書
作
品
は
確
認
で
き
な
い
。

　
1
1
1
十
八
歳
m
o
、
揚
州
（
江
蘇
省
）
に
寓
居
し
て
”
程
瑳
田
と
交
友
し
て
約
半

年
。
蒙
書
・
隷
書
、
始
め
て
獲
る
と
述
べ
る
”
が
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
夏
以
後
八
年
に
わ
た
る
梅
家
で
の
学
書
の
う
ち
、
と

く
に
蒙
書
・
隷
書
を
習
得
し
た
こ
と
が
、
次
の
柔
毫
筆
と
逆
入
蔵
鋒
を
試
み
た

隷
書
筆
法
の
模
索
期
へ
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。

（
1
）
郵
石
如
四
十
歳
代
中
頃
の
生
成
、
柔
毫
筆
と
逆
入
蔵
鋒
を
試
み
た
隷
書

筆
法
の
模
索
期
（
第
三
期
～
第
四
期
）
ー
　
四
十
四
歳
の
韓
愈
『
岐
陽
石
鼓
歌
』

「
韓
文
公
岐
陽

…
…
」
隷
書
拓
本
（
図
1
）
は
、
同
年
の
真
跡
隷
書
冊
頁
『
司

馬
温
公
居
家
雑
儀
』
「
文
正
司
馬
温
…
…
」
（
図
2
　
参
考
7
）
と
同
じ
内
容
の

運
筆
で
あ
る
。
筆
画
は
柔
弱
で
逆
入
蔵
鋒
が
安
定
せ
ず
横
画
は
不
安
定
で
あ
る
。

四

十
六
歳
の

隷
書
立
幅
「
欧
陽
永
叔
入
…
…
」
（
図
3
）
は
図
1
図
2
に
比
べ

て

安
定
す
る
が
筆
画
の
柔
弱
さ
を
脱
却
し
て
い
な
い
。

　
四

十

八
歳
の

隷
書
立
幅
『
至
仁
山
銘
』
「
峰
横
鶴
峰
水
…
…
」
（
図
4
参
考

7
）
は
筆
画
が
安
定
し
て
分
隷
と
し
て
の
完
成
に
近
い
。
ま
た
包
世
臣
「
完
白

山
人
傳
」
に
お
け
る
隷
書
学
習
の
対
象
と
な
っ
た
碑
名
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い

が
、
作
品
落
款
に
“
摸
『
酒
泉
福
緑
碑
』
筆
意
”
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

臨
書
で
は
な
い
が
倣
書
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
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追
考
ー
『
酒
泉
福
緑
碑
』
に
つ
い
て
ー
　
『
酒
泉
福
緑
碑
』
は
諸
書
を
調
べ

た
が
、
該
当
す
る
同
名
の
碑
を
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
作

品
の
書
風
は
、
波
礫
を
強
調
し
た
『
曹
全
碑
』
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
容
易

に
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
で
、
『
曹
全
碑
』
碑
文
の
十
行
目
k
J
　
r
（
光
和
）
七
年
三

月
。
除
郎
中
。
拝
酒
泉
福
禄
長
…
…
」
の
句
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
句
を
題

名
に
し
て
『
酒
泉
福
緑
碑
』
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、

郵
石
如
が
頒
布
の
た
め
の
作
品
に
『
曹
全
碑
』
で
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
の

配
慮
か

ら
、
吉
語
で
あ
る
『
酒
泉
福
藤
碑
』
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
識
者
の
批
正
を
侯
ち
た
い
。

　
同
年
の
四
体
書
四
屏
の
う
ち
の
隷
書
幅
「
伯
耳
學
琴
於
…
…
」
（
図
5
）
と

四
体
書
四
屏
の
う
ち
の
隷
書
幅
「
劉
慧
斐
字
宣
…
…
」
（
図
6
）
も
同
様
の
書

風
で
あ
る
。

　
交
流

し
た
人
物
に
は
梁
㈲
・
金
榜
・
張
恵
言
、
さ
ら
に
曹
文
埴
・
挑
鼎

が
い

る
。
四
十
八
歳
六
月
、
曹
文
埴
の
誘
い
に
よ
っ
て
都
の
北
京
に
行
く
。

北
京
で
は
、
劉
塘
・
陸
錫
熊
と
面
会
し
書
を
絶
賛
さ
れ
、
著
名
画
家
で
あ

る
羅
聰
と
も
交
流
す
る
。
四
十
九
歳
秋
、
郵
石
如
は
、
翁
方
綱
か
ら
の
排

斥
に

よ
り
都
を
出
て
、
揚
州
を
へ
て
武
漢
（
湖
北
省
）
に
行
き
畢
況
の
幕

客

（賓
客
待
遇
）
と
な
る
。

（
皿
）
五
十
歳
頃
か
ら
の
展
開
、
柔
毫
筆
に
よ
る
逆
入
蔵
鋒
の
用
筆
が
確
立
す

る
（
第
五
期
～
第
六
期
前
半
）
ー
　
五
十
歳
の
隷
書
横
披
「
寛
日
意
無
頼
…
…
」

（
図
7
　
参
考
7
）
は
逆
入
蔵
鋒
の
用
筆
が
確
立
し
横
画
に
充
実
が
見
ら
れ
る
。

同
年
の
隷
書
立
幅
「
磯
邊
鵠
去
蘇
…
…
」
（
図
8
　
参
考
7
）
は
、
包
世
臣
が
神

品

と
し
て
説
く
と
こ
ろ
の
隷
書
の
完
成
が
見
ら
れ
る
郵
石
如
の
隷
書
芸
術
の
初

め

て

の
頂
点
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
あ
ろ
う
。

　
五

十
一
歳
の
隷
書
立
幅
「
到
來
忽
訪
有
…
…
」
（
図
9
）
ま
た
同
年
の
四
体

書
冊
頁
の
う
ち
の
隷
書
冊
頁
「
蓬
州
登
莱
閣
…
…
」
（
図
1
0
）
は
同
様
で
柔
弱

で
あ
る
。
ま
た
同
年
の
隷
書
八
言
聯
（
畢
涜
の
た
め
の
代
筆
）
「
領
週
山
幽
流
…

…
」
（
図
1
1
）
は
隷
書
と
蒙
書
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
『
祀
三
公
山
碑
』
に
倣

っ

た

も
の
で
あ
る
。
五
十
一
歳
の
三
種
（
図
9
～
図
1
1
）
の
作
品
に
見
る
書
風

の

相
違
は
、
隷
書
と
蒙
書
の
融
合
を
模
索
し
た
時
期
で
、
そ
の
後
の
都
石
如
の

隷
書

に
対
す
る
運
筆
の
信
念
を
確
立
さ
せ
た
時
期
と
い
え
よ
う
。
五
十
二
歳
の

隷
書
七
言
聯
「
萬
華
盛
虞
松
…
…
」
（
図
1
2
）
の
筆
跡
は
柔
毫
筆
を
用
い
な
が

ら
も
重
厚
な
表
現
し
て
い
る
。

　
五

十
一
歳
冬
、
畢
玩
の
政
務
所
を
辞
す
o
畢
玩
よ
り
、
老
後
の
た
め
と

し
て
千
金
と
畢
玩
手
製
の
鐵
硯
が
与
え
ら
れ
た
。
武
漢
よ
り
自
邸
の
あ
る

懐
寧
（
安
徽
省
）
に
む
か
い
、
白
麟
坂
に
帰
る
。
五
十
三
歳
、
白
麟
坂
に

あ
る
老
屋
の
側
に
房
を
築
き
「
鐵
硯
山
房
」
と
命
名
す
る
。
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（
皿
）
五
十
四
歳
頃
か
ら
の
発
展
、
柔
毫
筆
に
よ
る
逆
入
蔵
鋒
の
用
筆
が
充
実

す
る
（
第
六
期
後
半
～
第
七
期
初
め
）
1
　
五
十
五
歳
の
四
体
書
冊
頁
の
う
ち
隷

書

「
少
學
琴
書
偶
…
…
」
（
図
1
3
）
、
同
年
の
隷
書
冊
頁
「
抑
抑
威
儀
維
…
…
」

（
図
1
4
　
参
考
7
）
は
包
世
臣
が
神
品
と
評
価
し
た
冊
頁
に
み
る
流
麗
典
雅
な
分

書

（小
字
）
で
あ
る
。
ま
た
五
十
七
歳
の
四
体
書
冊
頁
の
う
ち
の
隷
書
「
焚
香

看
書
人
…
…
」
（
図
1
5
　
参
考
7
）
も
同
様
で
あ
る
。

　
五
十
四

歳
、
改
元
し
て
嘉
慶
の
年
号
と
な
る
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、

白
蓮
教
徒
の
乱
の
た
め
出
遊
で
き
な
か
っ
た
。
五
十
六
歳
十
一
月
、
眼
病

に

な
り
制
作
に
差
し
支
え
る
。

（
2
）
五
十
九
歳
以
後
の
大
成
ー
隷
書
筆
法
に
魏
隷
を
融
合
さ
せ
て
漢
隷
様
式

と
魏
隷
様
式
を
完
成
さ
せ
、
後
に
”
郵
隷
”
と
称
さ
れ
る
独
境
を
確
立
す
る

（
第
七
期
初
め
～
第
九
期
）
ー
　
五
十
九
歳
の
四
体
書
四
屏
の
う
ち
の
隷
書

r僕
々
長
安
道
…
…
」
（
図
1
6
）
、
同
年
の
隷
書
冊
頁
『
張
氏
西
銘
』
「
乾
稽
父
坤

種
…
…
」
（
図
1
7
）
、
同
年
の
隷
書
八
言
聯
「
甘
露
卿
雲
於
…
…
」
（
図
1
8
）
、
同

年
の
隷
書
立
幅
『
贈
旬
園
』
「
清
源
之
膿
勢
…
…
」
（
図
1
9
）
、
同
年
の
隷
書
立

幅

「
窪
去
病
志
得

…
…
」
（
図
2
0
）
、
同
年
の
隷
書
立
幅
「
絶
照
覧
心
圓
…
…
」

（
図
2
1
）
は
共
に
従
前
の
扁
平
か
ら
方
角
に
近
い
字
姿
を
し
て
い
て
、
こ
の
頃

に

魏
碑
へ
の
融
合
を
試
み
た
時
期
で
、
こ
れ
以
後
、
都
石
如
晩
年
の
隷
書
の
大

成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
六
十
歳
の
隷
書
『
集
賢
律
院
』
（
図
2
2
）
、
同
年
の
隷
書
八
屏
「
盧
山
東
林
法

　
…
」
（
図
2
3
　
参
考
7
）
、
同
年
の
隷
書
立
幅
「
懐
抱
属
不
展
…
…
」
（
図
2
）
、

同
年
の
隷
書
横
披
『
崔
子
玉
座
右
銘
』
「
無
道
人
之
短
…
…
」
（
図
2
5
　
参
考
7
）
。

六
十
一
歳
の
隷
書
冊
頁
『
宿
集
賢
律
院
作
』
「
竹
樹
陰
濃
凡
…
…
」
（
図
2
6
）
、

同
年
の
隷
書
四
屏
『
寄
懐
師
芳
加
扉
明
府
詩
』
「
穐
來
漸
次
起
…
…
」
（
図
2
7
）
。

　
六

十
二
歳
の
隷
書
立
幅
「
戦
々
懐
々
日
…
…
」
（
図
2
8
）
、
同
年
の
隷
書
聯

「
槍
海

日
赤
城
…
…
」
（
図
2
9
）
、
同
年
の
隷
書
八
屏
『
西
都
賦
』
「
前
乗
秦
峰
後

…
…
」
（
図
3
0
）
、
同
年
の
隷
書
七
言
聯
「
元
龍
未
除
湖
…
…
」
（
図
3
）
。

　
六
十
三

歳
の
隷
書
六
屏
『
易
経
』
謙
卦
「
謙
亨
君
子
有
…
…
」
（
図
3
2
　
参

考

7
）
、
同
年
の
隷
書
八
屏
『
張
氏
東
銘
』
「
横
渠
張
先
生
…
…
」
（
図
3
3
）
、
同

年
の
隷
書
石
碑
『
朱
新
園
損
鋳
祭
器
碑
』
蒙
額
「
朱
新
園
損
鋳
祭
器
之
碑
」
碑

文

コ
控
懸
學
宮
禮
…
…
」
（
図
3
4
）
、
同
年
の
隷
書
十
屏
『
赦
陶
孫
評
』
「
赦
陶

孫
評
魏

…
…
」
（
図
3
5
）
。
以
上
の
六
十
歳
か
ら
六
十
三
歳
ま
で
の
隷
書
作
品
は
、

立
幅
・
対
幅
、
横
披
・
四
屏
・
⊥
ハ
屏
・
八
屏
・
十
屏
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
が

郵
石
如
の
隷
書
を
代
表
す
る
傑
作
で
あ
る
。
と
く
に
六
十
歳
の
隷
書
入
屏
「
盧

山
東
林
法
…
…
」
（
図
2
3
）
と
六
十
三
歳
の
隷
書
八
屏
『
張
氏
東
銘
』
「
横
渠
張

先
生

…
…
」
（
図
3
3
）
に
見
る
魏
碑
に
基
づ
い
た
荘
厳
重
厚
の
美
と
、
六
十
歳

の
隷
書
横
披

『崔
子
玉
座
右
銘
』
「
無
道
人
之
短
…
…
」
（
図
2
5
）
と
六
十
二
歳

の

隷
書
立
幅
「
戦
々
懐
々
日
…
…
」
（
図
2
8
）
と
六
十
三
歳
の
隷
書
六
屏
『
易
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経
』
謙
卦
「
謙
亨
君
子
有
…
…
」
（
図
3
2
）
と
同
年
の
隷
書
十
屏
『
赦
陶
孫
評
』

「
赦
陶
孫
評
魏
…
…
」
（
図
3
5
　
参
考
7
）
に
見
る
衡
『
麹
碑
剤
融
合
さ
せ
た
轟

簡
古
の
美
は
、
包
世
臣
が
説
く
と
こ
ろ
の
最
高
評
価
で
あ
る
神
品
を
具
現
し
た

も
の
と
三
口
え
る
。

　
六
十
歳
秋
、
鎭
江
（
江
蘇
省
）
に
て
、
は
じ
め
て
包
世
臣
と
面
会
す
る
。

包
世

臣
、
十
余
日
を
都
石
如
と
共
に
過
ご
し
書
を
学
ぶ
。
包
世
臣
に
「
及

見
山
人
作
書
、
皆
懸
腕
讐
鈎
、
管
随
指
韓
」
「
是
年
（
壬
戊
を
さ
す
）
又
受

法
干
懐
寧
部
石
如
頑
伯
。
日
、
字
疏
虚
要
以
走
馬
、
密
庭
不
使
透
風
。
常

計
白
以
當
黒
、
奇
趣
乃
出
。
以
其
論
験
六
朝
人
書
悉
合
」
と
述
べ
、
書
の

奥
義
を
授
け
る
。
晩
年
、
大
書
家
と
し
て
依
頼
が
重
な
り
、
多
数
の
代
表

作
を
残
す
。

結
語

　
第
一
章
「
部
石
如
の
有
紀
年
隷
書
作
品
目
録
」
で
は
、
有
紀
年
隷
書
作
品
を

編
年
整
理
し
、
そ
の
全
貌
を
概
観
し
た
。
第
二
章
「
郵
石
如
蒙
書
作
品
の
形
態

に
お
け
る
特
徴
」
で
は
、
有
紀
年
の
蒙
書
作
品
の
作
品
形
態
を
分
類
整
理
し
て
、

そ
の
特
徴
を
検
討
し
た
o
第
三
章
「
部
石
如
以
前
と
そ
の
後
の
隷
書
の
概
観
」

で

は
、
部
石
如
以
前
の
隷
書
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
、
郵
石
如
以
後
の
人
物
の

活
躍
に
つ
い
て
概
観
し
た
（
以
上
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
は
、
第
二
十
四
号
の
掲

載

分
）
。
第
四
章
「
郡
石
如
の
隷
書
へ
の
諸
家
の
言
及
」
で
は
、
中
国
と
日
本

の
主

な
識
者
の
言
及
を
取
り
上
げ
、
郵
石
如
の
隷
書
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て

き
た
か
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
付
記
と
し
て
包
世
臣
の
隷
書
と
分
書
に
つ
い
て

見
解
を
述
べ
た
。
第
五
章
「
郵
石
如
の
人
物
交
流
か
ら
み
た
書
法
の
影
響
」
で

は
、
郵
石
如
自
身
と
後
人
の
言
及
を
取
り
上
げ
た
。
第
六
章
「
部
石
如
の
有
紀

年
隷
書
作
品
か
ら
み
た
書
風
の
変
遷
」
で
は
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
確

認

と
理
解
を
ふ
ま
え
て
、
部
石
如
の
有
紀
年
隷
書
作
品
か
ら
み
た
書
風
の
変
遷

を
論
述
し
た
。

　
本
稿
の

研
究
の
主
題
は
「
郵
石
如
に
お
け
る
隷
書
筆
法
形
成
の
理
解
へ
の
試

論
」
で
あ
っ
た
が
、
第
四
章
「
都
石
如
の
隷
書
へ
の
諸
家
の
三
口
及
」
に
お
け
る

中
国
・
日
本
の
諸
家
の
言
及
は
多
面
に
及
ぶ
。
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
四

点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
第
一
点
－
古
典
臨
書
の
多
様
性
と
し
て
の
漢
碑
か
ら
魏

碑
へ
の
応
用
、
第
二
点
ー
筆
法
の
と
し
て
の
逆
筆
蔵
鋒
の
確
立
、
第
三
点
ー
用

具
用

材
と
し
て
の
羊
毫
と
生
宣
紙
の
使
用
、
第
四
点
ー
強
く
影
響
を
与
え
た
人

物
交
流
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
三
点
の
「
用
旦
ハ
用
材
と
し
て
の
羊
毫
と
生
宣
紙
の
使
用
」
は
確
認

で

き
る
初
期
作
品
か
ら
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
使
用
の
開
始
年
代
に
つ
い
て

は
判
然
と
し
な
い
。
第
四
点
の
「
強
く
影
響
を
与
え
た
人
物
交
流
」
は
、
第
五

章
の
第
三
節
で
述
べ
た
通
り
程
揺
田
と
金
榜
で
あ
り
、
と
く
に
程
揺
田
か
ら
の

指
教
を
郵
石
如
自
身
が
述
べ
る
が
、
隷
書
の
初
期
作
品
を
確
認
で
き
る
以
前
の
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交
流

で
、
そ
の
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

次
に
、
第
二
点
の
「
筆
法
の
と
し
て
の
逆
筆
像
法
の
確
立
」
に
つ
い
て
は
、

第
六
章
（
皿
）
で
述
べ
た
通
り
五
十
歳
か
ら
五
十
三
歳
頃
と
考
え
ら
れ
、
畢
玩

の

政
務
所
で
の
交
流
が
、
つ
よ
く
郵
石
如
に
刺
激
と
影
響
を
与
え
た
と
推
断
さ

れ
、
そ
の
作
品
表
現
は
漢
碑
ま
た
魏
碑
を
標
榜
し
て
多
様
で
あ
る
一
方
で
、
作

風

は
堂
々
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
面
貌
を
確
立
し
て
い
る
。

　
最
後

に
、
第
一
点
「
古
典
臨
書
の
多
様
性
と
し
て
の
漢
碑
か
ら
魏
碑
へ
の
応

用
」
で
は
、
部
石
如
に
お
い
て
隷
書
作
品
の
変
遷
は
そ
の
蒙
書
作
品
に
比
べ
る

と
変
化
は
大
き
く
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
作
品
の
表

現
も
多
様
で
、
一
時
期
に
複
数
の
表
現
様
式
を
見
せ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

こ

の

こ
と
か
ら
、
郵
石
如
に
お
け
る
隷
書
作
品
の
こ
れ
と
い
っ
た
出
自
は
決
め

難
い
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
包
世
臣
は
多
数
の
隷
書
碑
を
学
ん
だ
こ
と
を
述
べ

て

い

る
も
の
の
、
そ
の
選
択
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
康
有
爲
は
『
史
最

碑
』
『
禮
器
碑
』
と
断
定
し
な
が
ら
、
他
所
で
は
”
諸
碑
に
学
ぶ
”
と
い
い
、

筆
述
は
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
検
討
を
進
め
る
と
き
、
結
論
と
し
て
は

郡
石
如
に
お
い
て
は
蒙
書
に
対
す
る
追
求
と
、
隷
書
に
対
す
る
追
求
は
相
互
に

ま
た
同
様
に
懸
命
精
進
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
表
現
の
多
様
さ
に
お
い

て

隷
書
に

効
力
が
多
く
発
揮
さ
れ
た
と
言
え
る
。

　
V
わ
え
て
本
稿
に
お
い
て
は
第
四
章
第
一
節
の
追
考
ー
包
世
臣
に
お
け
る
隷

書

と
分
書
に
つ
い
て
－
に
お
い
て
、
従
前
に
あ
ま
り
言
及
さ
れ
ず
未
解
決
の
ま

ま
で
あ
っ
た
が
、
新
た
な
見
解
を
提
言
出
来
た
。
さ
ら
に
第
六
章
（
1
）
の
追

考
ー
『
酒
泉
福
緑
碑
』
に
つ
い
て
－
に
お
い
て
、
都
石
如
の
隷
書
作
品
款
文
に

あ
る
“
摸
『
酒
泉
福
旅
碑
』
筆
意
”
の
碑
名
が
不
詳
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が

『曹
全
碑
』
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
。
以
上
の
見
解
ま
た
指
摘
に
つ
い
て

は
、
識
者
の
批
正
を
願
い
た
い
。

　
な
お
、
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
文
中
に
明
記
し
た
の
で
重
複
を
避
け
て
再

掲
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
稿
）
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参考7　郵石如隷書作品における年代順の変遷

変遷（1）分書図2（44歳）部分

（図版縮小率不同）

　　変遷（正）分書

変遷（N）隷書

en’

図15（57歳）部分

値ω纏

（”iii

変遷（9）分書

変遷（副隷書

変遷（正）分書

図4（48歳）部分

図7（5◎歳〉部分

　　　　鋤塾fiair

図8（5◎歳）部分

図14（55歳）部分

変遷（N）隷書

変遷（N）隷書

∴縞鷺写二乞

　　ドド　ひド　　　　　ドtt’ 　　　　り　　　　tt　　　．ttt　’，

変遷（N）隷書

図23（6◎歳）部分

図25（60歳）部分

図32（63歳）部分

嚢ζ135　（63歳）　音6分
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